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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３６６１） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（神奈川税務署長） 

 令和４年１月２０日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          Ａ株式会社 

 同代表者代表執行役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   平川 雄士 

 同           堀内 健司 

 同           石井 裕樹 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    古川 禎久 

 処分行政庁       神奈川税務署長 

             髙本 昌宏 

 同指定代理人      別紙１指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 処分行政庁が原告に対して令和２年７月３１日付けでした原告の平成２８年４月１日から平

成２９年３月３１日までの連結事業年度の法人税の更正処分のうち連結所得金額４５９４億

０３０１万９０９７円及び納付すべき税額２７５億８７７３万１２００円を超える部分を取

り消す。 

  ２ 処分行政庁が原告に対して令和２年７月３１日付けでした原告の平成２８年４月１日から平

成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち課税標準法人税額８

０２億６６９０万６０００円及び納付すべき税額３５億３１７４万３８００円を超える部分

を取り消す。 

  ３ 処分行政庁が原告に対して平成３０年６月２７日付けでした原告の平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日までの連結事業年度の法人税の過少申告加算税賦課決定処分のうち過

少申告加算税の額３０７７万６０００円を超える部分を取り消す。 

  ４ 処分行政庁が原告に対して平成３０年６月２７日付けでした原告の平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の過少申告加算税賦課決定処分のう

ち過少申告加算税の額１３４万８０００円を超える部分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    連結納税の承認を受けた内国法人である原告は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３
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１日までの連結事業年度及び課税事業年度の法人税及び地方法人税の確定申告をしたとこ

ろ、処分行政庁から、英領バミューダ諸島において設立された原告の子会社が非関連者であ

る保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料は、租税特別措置法施行令（平成

２８年政令第１５９号による改正前のもの。以下同じ。）３９条の１１７第８項５号括弧書き

にいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的

とする保険に係る収入保険料」に該当せず、外国子会社合算税制の適用除外要件のうちいわ

ゆる非関連者基準を満たさないなどとして、平成３０年６月２７日付けで法人税及び地方法

人税に係る各更正処分（以下、それぞれ「本件法人税当初更正処分」、「本件地方法人税当初

更正処分」という。）並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分（以下、それぞれ

「本件法人税当初賦課決定処分」、「本件地方法人税当初賦課決定処分」という。）をした。な

お、処分行政庁は、令和２年７月３１日付けで法人税額及び地方法人税額を増額する旨の各

再更正処分（以下、それぞれ「本件法人税再更正処分」、「本件地方法人税再更正処分」とい

う。）並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

    本件は、原告が、本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分のうち原告主張額を

超える部分並びに本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分のうち

原告主張額を超える部分の取消しを求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    本件に関係する法令の定めは別紙２－１ないし２－４のとおりである。租税特別措置法６８

条の９０は、連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額を益金に算入する制度

（外国子会社合算税制）を定めているところ、その概要は以下のとおりである（以下の記載

中、法令の規定中の括弧書きの記載や定義規定等を省略した部分がある。）。 

  （１）外国子会社合算税制について 

     租税特別措置法（以下、「措置法」といい、特記しない限り、平成２９年法律第４号によ

る改正前のものをいう。）６８条の９０第１項は、連結法人に係る外国関係会社のうち、本

店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下「本店所在地国」という。）におけるその

所得に対して課される税の負担が、我が国における法人の所得に対して課される税の負担に

比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの（特定外国子会社

等）が、各事業年度において措置法６８条の９０第２項２号に規定する適用対象金額を有す

る場合には、その適用対象金額のうち、措置法６８条の９０第１項に規定する個別課税対象

金額に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日

から２か月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、

益金の額に算入する旨規定している。（以下、上記各規定による益金算入の枠組みを「外国

子会社合算税制」ということがある。） 

  （２）特定外国子会社等の範囲について 

     租税特別措置法施行令（以下「措置法施行令」という。）３９条の１１４第１項は、外国

子会社合算税制の対象となる「特定外国子会社等」とは、法人の所得に対して課される税が

存在しない国又は地域に所在する外国関係会社（同項１号）及び各事業年度の所得に対して

課される租税の額が当該所得の金額の１００分の２０未満である外国関係会社（同項２号）

をいう旨定めている。 

     また、ここでいう「外国関係会社」とは、措置法２条２項１号の２に規定する外国法人
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で、その発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非

居住者が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合が１００分

の５０を超えるものをいい（措置法６８条の９０第２項１号）、外国法人が、上記の外国関

係会社に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるもの

とされている（措置法施行令３９条の１２０第１項）。 

  （３）適用除外要件について 

     措置法６８条の９０第３項（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下、同項に

ついては同じ。）は、外国法人が特定外国子会社等に該当する場合であっても、同項所定の

要件（以下「適用除外要件」という。）を満たした場合には、同条１項の規定（前記（１））

を適用しない旨を定めている。適用除外要件としては、次のアからエまでのいわゆる事業基

準、実体基準、管理支配基準及び非関連者基準又は所在地国基準が定められている。 

    ア 主たる事業が株式等又は債権の保有、工業所有権等の提供等でないこと（事業基準） 

    イ 本店所在地国において、主たる事業を行うに必要と認められる事業所、店舗、工場その

他の固定施設を有していること（実体基準） 

    ウ その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること（管理支配基準） 

    エ 各事業年度においてその行う主たる事業の種類に応じて以下の（ア）又は（イ）に該当

すること 

    （ア）当該特定外国子会社等の行う主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引

業、保険業、水運業又は航空運送業のいずれかに該当する場合には、その事業を主とし

て当該特定外国子会社等に係る所定の関連者以外の者との間で行っている場合に該当す

ること（非関連者基準） 

    （イ）当該特定外国子会社等の行う主たる事業が上記（ア）の事業以外の事業である場合、

その事業を主として本店所在地国において行っている場合に該当すること（所在地国基

準） 

  （４）非関連者基準について 

     非関連者基準については、原則として、各事業年度の収入金額等の合計額のうちに占める

関連者（措置法４０条の４第１項各号、６６条の６第１項各号、６８条の９０第１項各号及

び措置法施行令３９条の１１７第７項各号に掲げる者をいう。）以外の者から収入するもの

等の合計額の割合が１００分の５０を超える場合にこれを満たすものとされている（措置法

施行令３９条の１１７第８項各号）。 

     そして、特定外国子会社等の主たる事業が保険業である場合には、当該各事業年度の収入

保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するものの合計額の占め

る割合が１００分の５０を超える場合に非関連者基準を満たすとされているところ（措置法

施行令３９条の１１７第８項５号）、上記「当該収入保険料で関連者以外の者から収入する

もの」は、「当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する

資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限

る」とされている（同号括弧書き。以下「本件括弧書き」という。）。 

  ２ 前提事実（当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実及

び当裁判所に顕著な事実） 

  （１）当事者等 
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    ア 原告について 

      原告は、自動車、産業用車両及びその他の輸送用機器等の開発、製造、売買、賃貸借及

び修理等を目的とする内国法人である。 

    イ Ｂ（以下「Ｂ」という。）について 

    （ア）Ｂは、英領バミューダ諸島（以下「バミューダ」という。）において２００５（平成

１７）年３月●日に設立され、バミューダ保険法に基づく保険会社として登記された外

国法人であって、その主たる事業は保険業である。 

    （イ）原告は、Ｂの２０１５（平成２７）年４月１日に開始し２０１６（平成２８）年３月

３１日に終了する事業年度（以下「本件Ｂ事業年度」という。）終了時において、Ｂの

発行済株式の総数を間接保有していた。 

    （ウ）本件Ｂ事業年度について、バミューダの法令によりＢに対して課される法人税に相当

する税はなく、Ｂのバミューダにおける所得に対する租税の負担割合は０％であった。 

    （エ）Ｂは、原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結事業年度（以

下「本件連結事業年度」という。）における特定外国子会社等に該当する。 

    ウ Ｃ（以下「Ｃ」という。）について 

    （ア）Ｃは、メキシコ合衆国（以下「メキシコ」という。）に所在する金融業を営む外国法

人である。 

    （イ）原告は、Ｃの２０１５（平成２７）年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度

及び２０１６（平成２８）年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度の各終了の

時において、Ｃの発行済株式の総数を間接保有していた。 

    （ウ）Ｃは、原告と特殊の関係にある法人（措置法施行令３９条の１１７第７項５号）とし

て、本件Ｂ事業年度における原告の関連者に該当する。 

    エ Ｄ（以下「Ｄ」という。）について 

      Ｄは、メキシコに所在し、保険業を営む法人である。Ｄは、原告との資本関係はなく、

本件Ｂ事業年度において原告の関連者には該当しない。 

    オ 原告、Ｂ、Ｃ及びＤの関係は、おおむね別紙３「概要図」のとおりである。 

  （２）Ｃと自動車購入者との間で締結したクレジット契約について 

    ア Ｃは、原告の企業グループが製造する自動車を割賦で購入しようとする者（以下「本件

各顧客」という。）との間で、購入資金を貸し付けることを内容とする契約（以下「本件

クレジット契約」といい、本件クレジット契約に基づく貸金債権を「本件クレジット債

権」という。）を締結していた。 

    イ 本件クレジット契約には、以下のような定めがあった（甲２）。 

    （ア）借入人は、以下の保険契約を締結しなければならない。 

      ａ 本件クレジット債権の未償還残高に利息等を加えたものを保障する生命保険（１４

条ｂ） 

      ｂ 保険事故発生日後の本件クレジット債権の月額賦払金の少なくとも６か月分を保障

する失業又は一時的な全身の障害に係る保険（１４条ｃ） 

    （イ）借入人は、上記（ア）の保険について、Ｃを最優先の受益者として指定しなければな

らない（１４条）。 

    （ウ）借入人が、自己の責任において上記（ア）の保険に加入しない場合、Ｃは、借入人を
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代理して上記（ア）の保険契約を締結することができる（１４条）。 

  （３）ＣとＤとの間で締結された元受保険契約について 

    ア Ｃは、Ｄとの間で、保険期間を２０１４（平成２６）年８月６日から２０１５（平成２

７）年８月５日までとする「債務者の死亡と失業に関する保険契約」及び同一の内容で保

険期間を同月６日から２０１６（平成２８）年８月５日までに更新する保険契約（以下、

併せて「本件元受保険契約」という。）を締結した。 

    イ Ｃは、本件各顧客が前記（２）イ（ア）の保険として他の保険に加入しない場合、本件

各顧客を本件元受保険契約に加入させることとしていた（弁論の全趣旨）。 

    ウ 本件元受保険契約は、メキシコ大蔵公債省が定めた規則であるメキシコグループ保険規

則等に準拠するものである。 

    エ 本件元受保険契約には、以下のような定めがあった（甲３）。 

    （ア）本保険契約は、契約者と保険会社との間の合意によって締結され、被保険債務者の利

益に資することを内容とする契約である。 

    （イ）本保険契約の契約者及び優先受益者はＣである。「契約者」とは、保険事故が発生し

た場合に本件クレジット債権の支払を保障する目的で被保険者集団を構成する適格債務

者を指定し、本保険契約を締結する者をいう。また、本保険契約は、本件クレジット債

権の未償還残高又は月額賦払金相当額の支払の保障を目的としているため、優先受益者

の指定は取り消すことができない。 

    （ウ）本保険契約の「被保険者集団」は契約者と有効な自動車ローン契約を締結する自然人

で構成される。「被保険債務者」は、本保険契約による保障を受け、被保険者集団を構

成することに同意している自然人をいう。 

    （エ）本保険契約の保険事故事由は、本件各顧客の「死亡」、「失業」、「恒久的な全身の障

害」及び「一時的な全身の障害」（以下これらを併せて「本件各顧客の死亡等」とい

う。）である。 

    （オ）本件各顧客の「死亡」及び「恒久的な全身の障害」が発生した場合、Ｄは、所定の限

度額（甲３・１枚目）を上限として、本件クレジット債権の未償還残高を優先受益者に

支払う。なお、本件各顧客が死亡した場合には、その遺族が保険金の請求手続を行う

（甲１８）。 

    （カ）本件各顧客の「失業」及び「一時的な全身の障害」が発生した場合、Ｄは、所定の限

度額（甲３・１枚目）を上限として、本件クレジット債権の月額賦払金６か月分を優先

受益者に支払う。 

    （キ）上記（オ）及び（カ）の保障は、本件各顧客の自殺による死亡の場合、自殺未遂や自

傷行為により障害が生じた場合、自己の意思による離職の場合等には適用されない。 

    （ク）保険料は、本件クレジット債権の期首残高１０００ペソ当たり月額０．９６ペソであ

る。 

    （ケ）本件元受保険契約は、本件クレジット債権の返済期間中、効力を有し、本件クレジッ

ト債権が完済された場合には終了する。 

  （４）ＣとＤとの間で締結された役務提供契約について 

    ア Ｃは、２０１４（平成２６）年７月１日、Ｄとの間で、本件元受保険契約に付随する両

当事者の義務等を定める役務提供契約（以下「本件役務提供契約」という。）を締結し
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た。 

    イ 本件役務提供契約には以下のような定めがあった（甲５）。 

    （ア）「被保険者」とは、Ｄが発行した保険により保障を受けるＣの顧客をいう。 

    （イ）Ｃが被保険者から本件元受保険契約の名目で代金を徴収する場合、この金額はＤが定

める保険料の額と一致しなければならない。いかなる場合も、Ｃは、本件各顧客から、

保険料を上回る金額又はこれと異なる金額を徴収してはならない。 

    （ウ）Ｃは、本件元受保険契約に関連して被保険者から金銭を徴収する場合、当該金銭がＤ

に送金されるまで、当該金銭の受託者として行為する。 

    ウ Ｃは、本件役務提供契約に基づき、本件各顧客から、本件元受保険契約に係る保険料に

相当する金額を徴収し、同保険料をＤに支払っていた（弁論の全趣旨）。 

  （５）ＤとＢとの間で締結された再保険契約について 

     ＤとＢは、２０１４（平成２６）年７月１日、契約期間を同日から５年間とし、Ｄが本件

元受保険契約において引き受ける全保険リスクの７０％をＢに対して再保険に付し、Ｂが同

リスクを引き受けることを内容とする再保険契約（以下「本件再保険契約」という。）を締

結した。 

  （６）本件Ｂ事業年度におけるＢの収入保険料の状況 

     本件Ｂ事業年度におけるＢの収入保険料の総額は５億２５２１万４９７６米ドル（①）で

あったところ、そのうちＤを除く非関連者から受領した収入保険料は２億５３１８万３１２

０米ドル（②）であり、Ｄから受領した本件再保険契約に基づく収入保険料は１１４９万３

０７５米ドル（③）であった。上記②の金額は上記①の金額の１００分の５０を超えない

が、上記②の金額に上記③の金額を加算すると、上記①の金額の１００分の５０を超えるこ

ととなる。 

  （７）本件における課税処分の経緯等について 

    ア 原告は、法人税に係る連結納税の承認を受けていたところ、法定申告期限内である平成

２９年７月３１日、処分行政庁に対し、本件連結事業年度の法人税及び原告の平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度（以下「本件課税事業年度」とい

う。）の地方法人税に係る確定申告書（以下「本件連結確定申告書」という。）を提出し

た。原告は、上記確定申告において、Ｂの主たる事業は保険業であり、前記１（３）の適

用除外要件を全て満たすとして、外国子会社合算税制を適用しなかった。 

    イ 処分行政庁は、平成３０年６月２７日、本件法人税当初更正処分及び本件法人税当初賦

課決定処分並びに本件地方法人税当初更正処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分（以

下、これらを併せて「本件当初各更正処分等」という。）をした。 

      本件当初各更正処分等において、処分行政庁は、Ｂについて、本件再保険契約に係る収

入保険料は、措置法施行令３９条の１１７第８項５号に規定する「関連者以外の者から収

入するもの」に該当せず、同号に規定する割合が１００分の５０を超えないこととなる結

果、非関連者基準を満たさないとして、外国子会社合算税制を適用した。 

    ウ 原告は、平成３０年９月２６日、国税不服審判所長に対し、本件当初各更正処分等の一

部（Ｂについて外国子会社合算税制を適用した部分）の取消しを求めて審査請求をしたと

ころ、国税不服審判所長は、令和元年９月３日、原告の審査請求をいずれも棄却する旨の

裁決をした。 
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    エ 原告は、令和２年３月４日、本件当初各更正処分等のうち原告主張額を超える部分の取

消しを求めて、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

    オ 処分行政庁は、令和２年７月３１日、本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正

処分並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

    カ 原告は、令和２年１０月１３日、本件訴えを、本件法人税再更正処分及び本件地方法人

税再更正処分のうち原告主張額を超える部分並びに本件法人税当初賦課決定処分及び本件

地方法人税当初賦課決定処分のうち原告主張額を超える部分の取消しを求める訴えに変更

する旨の申立てをした（顕著な事実）。 

    キ 前記アの確定申告、前記イ及びオの各更正処分等に係る税額等は別表１－１「本件法人

税再更正処分等に係る課税の経緯」及び別表１－２「本件地方法人税再更正処分等に係る

課税の経緯」のとおりである。 

  ３ 各課税の根拠及び適法性に関する被告の主張 

    本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分並びに本件法人税当初賦課決定処分及

び本件地方法人税当初賦課決定処分の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記５（被告

の主張）のほか、別紙４「被告の主張を前提とした各課税の根拠及び適法性」記載のとおり

である。なお、原告は、争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及び計算方法

を争っていない。 

  ４ 争点 

    本件の争点は、本件再保険契約に係る収入保険料が、本件括弧書きにいう「関連者以外の者

が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保

険料」に該当するか否かである。 

  ５ 争点に関する当事者の主張 

   （被告の主張） 

  （１）本件括弧書きの「保険の目的」の意義について 

    ア（ア）保険業に限らず一般に、特定外国子会社等とその関連者との取引が非関連者を介在

させて間接的に行われている場合には、そのような介在をさせることについて相当の

理由がある場合を除いて、当該取引は、その特定外国子会社等と関連者との間におい

て直接行われたものとみなして非関連者基準を適用する旨定められている（措置法施

行令３９条の１１７第９項）。しかし、再保険取引の形で非関連者が介在する場合に

は上記規定の取扱いが不明確であるという問題が指摘されていた。そこで、関連者取

引に再保険取引の形で非関連者を介在させることにより非関連者基準が充足されるこ

とを制限する趣旨から、本件括弧書きを設け、再保険に係る収入保険料の非関連者基

準の判定について、保険契約によって担保される保険危険の過半が非関連者の財産等

に係るものか否かという基準、より具体的には、その保険の目的が非関連者の有する

資産又は非関連者の負う損害賠償責任であるか否かを判断基準として明示したもので

ある。 

     （イ）そして、保険契約によって担保される保険危険が非関連者の財産等に係るものか否

かによって収入保険料の取扱いが決められ、非関連者取引の判断基準とされているこ

とや、保険契約の本質、上記の本件括弧書きが設けられた趣旨に照らせば、再保険契

約によって担保される保険危険が非関連者の財産等に係るものであるか否かは、再保
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険に係る収入保険料が、非関連者の財産等に係る保険危険を担保することに対する対

価と同視し得るか否かという見地から検討されなければならない。加えて、本件括弧

書きの文理上、「非関連者の有する資産」や「非関連者の負う損害賠償責任」を「保

険の目的」と位置付けていることをも踏まえると、「保険の目的」とは、経済需要を

生じさせる保険事故が生じた際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより

保障、填補を得ようとする対象のことをいうものと解するのが相当である。 

     （ウ）保険契約には様々な種類のものが存在し、その契約の内容は、個々の契約条項によ

り定まるから、上記「保険の目的」は、個別の保険契約の契約条項等の内容に応じて

把握すべきである。 

    イ これに対して、原告は、本件括弧書きが定められた平成７年度税制改正当時の商法（以

下、「旧商法」という場合には、この当時の商法をいう。）における「保険ノ目的」の解釈

を参照し、本件括弧書きにおける「保険の目的」は「保険事故発生の客体」を意味するも

のである旨主張する。しかしながら、旧商法における「保険ノ目的」は、保険法における

「保険の目的物」と同義であり、個人賠償責任保険などは「保険の目的物」を特定するこ

とができないものと解されている。他方、本件括弧書きにおける「関連者以外の者が負う

損害賠償責任を保険の目的とする保険」は、賠償責任保険を前提としており、それにもか

かわらず、本件括弧書きの「保険の目的」が「保険の目的物」と同義であると解すること

は困難である。原告は、責任保険における保険事故発生の客体は、当該加入者が負担した

損害賠償等の責任であるなどと主張するが、「保険事故発生の客体」は財産的価値を有す

る資産を意味するものと解されるのであって、原告の主張は保険の目的物という概念から

かい離した独自の解釈である。 

    ウ 原告は、令和元年度税制改正により設けられた措置法施行令３９条の１１４の２第２８

項５号ロ（２）（平成３１年政令１０２号による改正後のもの。以下同じ。）は、「被保険

者」が非関連者か否かにより、非関連者基準の判定を行うものであり、これは本件括弧書

きの解釈を政令として明文化したものであるといえるなどと主張する。 

      しかしながら、本件括弧書きは、再保険に係る収入保険料について、非関連者取引に当

たる場合の基準を定めたものであるのに対し、措置法施行令３９条の１１４の２第２８項

５号ロ（２）は、原則として関連者取引に当たるグループ内再保険取引につき、例外的に

非関連者取引と取り扱う要件の一つとして、保険引受けによる所得を保険リスクの所在地

国から別の国に移転する可能性が相対的に低いものに限るため、外国関係会社の本店所在

地国等に住所を有する被保険者とするものの占める割合が９５％以上であることを規定す

るものであるから、本件括弧書きとは問題となる場面が全く異なるものである。また、本

件括弧書きは、令和元年度税制改正時にも存在していたところ、上記改正後も同一の文言

で規定されていることからしても、令和元年度税制改正は、本件括弧書きにおける「保険

の目的」の解釈に何ら影響を与えるものではない。 

  （２）本件元受保険契約はＣが有する本件クレジット債権を保険の目的とする保険であること 

    ア 本件元受保険契約は、Ｃが契約当事者であり、本件クレジット契約により加入を義務付

けられる所定の保険に本件各顧客が加入しない場合に、Ｃが本件クレジット契約により付

与された権限に基づき本件各顧客に供与した貸付金の弁済を保障する目的で締結するもの

である。そして、本件元受保険契約では、本件各顧客の死亡等の保険事故が生じた場合
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に、優先受益者であるＣに対し、本件クレジット債権に係る未償還残高全額又は月額賦払

金６か月分に相当する額の保険給付が行われ、本件クレジット債権に係る借入債務の弁済

を保険給付により行うことが明示されており、本件各顧客が保険給付について自己の財産

として自由に使用することは予定されていない。また、本件元受保険契約は、本件クレジ

ット債権の返済期間内は存続し、その借入れの完済により終了することとされ、Ｃが契約

者として支払う保険料も本件クレジット債権に係る借入残高に応じて定まっていた。 

      以上のような本件元受保険契約の成立、終了、保険料額、保険事故、保険給付に係る各

条項や仕組みは、全て、保険事故が生じた際に、Ｃが優先受益者として受領する保険給付

により本件クレジット債権の回収を確実にし、本件クレジット債権が回収不能となる危険

（信用危険）を排除するために設けられたものであるといえる。そうすると、Ｃが本件元

受保険契約により保障等を得ようとする対象は、本件クレジット債権であるといえる。他

方、本件元受保険契約による保険給付により、結果的に債務が減少するという本件各顧客

の利益は、本件クレジット債権が回収されたことによる反射的な効果にすぎない。 

    イ これに対して、原告は、本件元受保険契約の保険事故事由は、本件各顧客の死亡等とさ

れていることから、保険危険が帰属するのは、本件各顧客であって、Ｃではない旨主張す

る。 

      しかしながら、保険の目的は、個別の保険契約の契約条項等の内容に応じて把握すべき

ものであり、保険契約の条項の一部にのみ着目するのは適切でない。そして、上記アの本

件元受保険契約の各条項や仕組みを踏まえると、上記の本件各顧客の死亡等という保険事

故事由についても、本件クレジット債権の回収が不能・困難となることによりＣに経済需

要を生じさせる事由であると評価できる。他方、原告が主張するように、担保される保険

危険が本件各顧客の死亡等であって、本件クレジット債権が回収不能となる危険を担保す

るものではないとすると、なぜＣが本件元受保険契約の契約者となり、存立・終了や保険

給付額、保険料が本件クレジット債権の返済期間や未償還残高等に左右され、保険給付が

本件クレジット債権に係る債務の弁済に充てられるか等を合理的に説明することができな

い。したがって、原告の主張には理由がない。 

    ウ 原告は、本件各顧客の自殺等が免責事由とされていることは、本件元受保険契約の保険

の目的が本件各顧客の生命や身体であることを示している旨主張する。 

      しかしながら、自殺等が免責事由とされている理由は、被保険債務者が保険事故を故意

に招致することは射倖契約である本件元受保険契約の性質上要請される当事者間の信義誠

実に反するし、そのような場合に保険金が支払われるとすれば、本件元受保険契約が不当

な目的に利用される可能性が生じるため、これを防ぐ必要があるという点にあるものと解

される。したがって、上記免責事由の定めから、本件元受保険契約が担保する保険危険や

保険の目的を導き出すことはできず、原告の主張には理由がない。 

    エ 原告は、本件元受保険契約の保険料の出捐者はＣではなく本件各顧客であって、このこ

とは、当該保険料が本件各顧客の生命、身体に係る保険危険を担保することに対する対価

であることを示していると主張する。 

      しかしながら、本件元受保険契約の保険料は、本件各顧客が車両の購入代金を調達し、

車両の購入を可能とするという便益を享受するための対価（手数料）としての性格を有す

るものというべきであって、保険料の出捐者が本件各顧客であることを理由に、本件元受
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保険契約の「保険の目的」が本件各顧客の生命、身体等であると解することはできない。 

    オ 原告は、本件元受保険契約において、本件各顧客の死亡時に親族からの請求があって初

めて保険金が支払われることとされていることは、本件各顧客の親族が本来の受益者であ

って保険危険が本件各顧客に帰属することを示しているなどと主張する。 

      しかしながら、本件各顧客の死亡時に、その親族からの請求により保険金が支払われる

こととされているのは、本件各顧客の死亡等の保険事故の発生は、保険契約者であるＣが

容易に知り得ない一方で、本件各顧客やその親族においては容易に知り得るし、本件元受

保険契約上も、請求者が填補される損害に係る全ての証拠をＤに提出しなければならない

ものとされており、その証拠収集をし得るのも親族であるからであるにすぎない。 

  （３）結論 

     以上のとおり、本件元受保険契約は、関連者であるＣの有する本件クレジット債権を保険

の目的とする保険であるから、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件括弧書きにいう

「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする

保険に係る収入保険料」には該当しない。 

   （原告の主張） 

  （１）本件括弧書きの「保険の目的」の意義について 

    ア（ア）旧商法においては、損害保険のうち、物保険について「保険ノ目的」という文言が

用いられる一方で、責任保険及び生命保険について「保険ノ目的」という文言は用い

られていなかった。このように、旧商法の「保険の目的」と本件括弧書きの「保険の

目的」は完全に一対一で対応するわけではなく、その意味において、本件括弧書きの

「保険の目的」は租税法令固有の概念であるが、物保険については旧商法と同一の文

言が用いられている以上、旧商法の借用概念と解すべきであり、物保険に係る「保険

の目的」は、旧商法上の「保険ノ目的」すなわち「保険事故発生の客体」を意味する

と解釈することが自然かつ合理的である。そして、本件括弧書きにおける責任保険及

び生命保険に係る「保険の目的」の解釈に当たっても、物保険に関する上記の解釈を

援用して、「保険の目的」とは「保険事故発生の客体」であると解することが合理的

である。具体的には、責任保険は、加入者が負担した法的責任を担保するものである

から、このような法的責任が保険事故発生の客体であり、生命保険においては、加入

者である人が保険事故発生の客体である。 

     （イ）上記のとおり本件括弧書きにいう「保険の目的」を「保険事故発生の客体」と解釈

することは「目的」という文理上も自然である。また、平成７年度税制改正で本件括

弧書きが設けられた趣旨は、特定外国子会社等の総収入保険料に占める非関連者から

の収入保険料が過半かどうかを判定する際に、保険契約によって担保される保険危険

の過半が非関連者の財産等に係るものかどうかという判断基準を明示した点にある。

このような立法趣旨からすると、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産

又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」か否かは、「非関

連者の財産等に係る保険危険」か否かと実質的に同義であるといえ、「保険の目的」

とは保険危険の客体を意味すると解すべきである。そして、「保険危険」とは保険事

故そのもの又は保険事故発生の一般的可能性を意味すると解されていることからすれ

ば、本件括弧書きの「保険の目的」を「保険事故発生の客体」と解することは、上記
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立法趣旨に沿うものである。 

     （ウ）以上のとおり、本件括弧書きにおける「保険の目的」とは、保険事故発生の客体で

あると解すべきであるから、「保険の目的」の所在を判断するに当たっては、保険事

故及びこれと裏表の関係にある免責事由の具体的な内容、被保険者が誰であるか（関

連者か否か）、並びに保険料の負担者が誰であるか（関連者か否か）という事実に着

目する必要があり、かつ、それで足りる。他方で、保険金が誰に支払われるか、保険

契約者が誰であるか、保険に加入する経済的動機や背景等の事情は「保険の目的」の

認定とは無関係である。 

    イ これに対して、被告は、本件括弧書きにいう「保険の目的」とは「経済需要を生じさせ

る保険事故が生じた際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を

得ようとする対象」をいうと主張するが、その内容は極めて不明確である。被告の主張

は、結局のところ、本件括弧書きの「保険の目的」とは「保険金が支払われた者」の財産

をいうとするものであるが、客観的な根拠に裏付けられたものではないし、被告の述べる

本件括弧書きの趣旨から上記解釈を導くことには論理の飛躍がある。保険契約者や保険金

受取人が誰であるか、保険契約外の様々な取り決めを反映した経済的動機、目的等は、本

件括弧書きの「保険の目的」の解釈には一切影響しない。このことは、火災保険契約の保

険の対象とされた建物や工場等に抵当権が設定されている場合に、仮に当該抵当権者が保

険金を受け取るものとされていたとしても、当該火災保険契約に係る「保険の目的」は上

記建物や工場等と解すべきであることからも明らかである。 

    ウ 令和元年度税制改正において所定の要件を満たす再保険に係る保険料について関連者か

ら収入する保険料に該当しないとする旨の規定が設けられたところ、措置法施行令３９条

の１１４の２第２８項５号ロ（２）は、上記要件の一つとして、「再保険の引受けに係る

保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者（当該外国関係会社の本店所在地

国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店所在地国と同一の国又は地域に住所を

有する個人又は法人若しくは主たる事務所を有する法人に限る。）を被保険者とする保険

に係るものの占める割合が１００分の９５以上であること」を定めている。同号ロ（２）

は、保険危険が非関連者に帰属するものであるか否かを問う点において本件括弧書きと立

法趣旨を同じくするものであるところ、その保険が損害保険であるか生命保険等であるか

を問うことなく、およそ「被保険者」が非関連者であるか否かにより、上記要件の該当性

を判断することとしている。これは、本件括弧書きの解釈を政令として明文化したものと

いえる。このことは前記アの原告の「保険の目的」の解釈が正しく、保険契約者や保険金

受取人が誰であるかは、保険の目的の認定判断とは関係がないことを裏付けている。な

お、令和元年度税制改正において本件括弧書きに相当する文言が改正されずに維持されて

いることは、本件括弧書きの解釈に当たり、同号ロ（２）の規定を参照すべきことを否定

する根拠となるものではない。 

  （２）本件元受保険契約は、本件各顧客の生命又は身体を保険の目的とする保険であること 

    ア 本件元受保険契約における保険事故は、本件各顧客の死亡等であり、本件クレジット債

権が弁済不能になったこと又はそのおそれがあることなど本件クレジット債権に着目した

事由は保険事故とされていない。このことは、本件元受保険契約の保険の目的が本件各顧

客の生命又は身体であって、本件クレジット債権ではないことを端的に示している。被告
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は、上記保険事故事由は、本件クレジット債権の回収が不能・困難になることによりＣに

経済需要を生じさせる事由と評価することができるなどと主張するが、上記保険事故事由

が発生したとしても、本件各顧客の資産状態等によっては論理必然的に本件クレジット債

権の回収が不能・困難となるわけではないから、被告の主張には理由がない。 

    イ 本件元受保険契約は、自殺による死亡等、保険事故のうち本件各顧客の故意又は自らの

意思に起因する保険事故を免責事由として、保障の対象から除外している。これは、本件

元受保険契約が本件各顧客の死亡、恒久的な全身の障害、一時的な全身の障害又は非自発

的失業、ひいては本件各顧客の生活を維持する能力や所得を稼得する能力の喪失という保

険危険を担保するものであることから、本件各顧客が故意又は自らの意思によりそのよう

な保険危険を惹起した上で、自らを利することは妥当ではないという判断に基づき規定さ

れたものである。したがって、上記免責事由の定めは、本件元受保険契約の保険の目的

が、本件クレジット債権ではなく本件各顧客の生命や身体であることを端的に示してい

る。 

    ウ 本件元受保険契約において、「被保険債務者」は「本保険契約による保障を受け、被保

険者集団を構成することに同意している自然人」であると定義されているから、本件元受

保険契約の被保険者は本件各顧客である。また、本件役務提供契約においても本件元受保

険契約における被保険者は本件各顧客であるとされている。そうすると、本件元受保険解

約の保険料は、被保険者である本件各顧客の生命や身体に係る保険危険を担保することに

対する対価ということができる。 

    エ 本件役務提供契約に従い、Ｃは、Ｄに支払われる保険料と全くの同一の金額を本件各顧

客から徴収している。そして、ＣはＤに対する支払の名義人とはなっているものの、Ｃは

飽くまで本件各顧客から受領した金銭の受託者として、本件各顧客から受領した金銭をそ

のままＤに支払っているのみであるから、本件元受保険契約の保険料の出捐者は、Ｃでは

なく本件各顧客である。本件各顧客が保険料を負担している理由は、当該保険料が自らの

保険危険の担保に対する対価であるからにほかならないのであり、このことは、本件元受

保険契約の収入保険料が非関連者である本件各顧客の生命や身体に係る保険危険を担保す

ることに対する対価であることを示している。 

    オ 本件各顧客が死亡した場合の保険金の支払手続についてみると、被保険者たる本件各顧

客の親族からの請求があって初めて保険金が支払われるものとされており、このことは被

保険者である本件各顧客の親族が本件元受保険契約の本来の受益者であり、保険危険が被

保険者である本件各顧客に帰属することを示している。 

  （３）団体信用生命保険及び債務返済支援保険に係る課税当局の取扱いを参照すべきであること 

     本件各顧客が我が国の居住者であると仮定した場合の本件元受保険契約の税務上の取扱い

については、団体信用保険や債務返済支援保険に関する取扱いを参照すべきである。この

点、課税当局は、団体信用生命保険に係る文書回答事例（甲１９）において、「保険事故が

高度障害であった場合の報酬支払債務又は代金支払債務の免除に関しては、その利益が身体

の傷害に起因して受けるものであるので所得税の課税関係が生じない」旨の見解を示してい

る。さらに、債務返済支援保険に係る質疑応答事例（甲２０）では、「債務返済支援保険は

…その保険事故も被保険者の障害又は疾病による就業障害としていることからすれば、一般

の所得補償保険と同様に『身体の傷害に起因して支払を受けるもの』に該当すると認めら
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れ、その保険金は非課税とされます。」旨の回答が示されている。すなわち、課税当局は、

団体信用生命保険や債務返済支援保険においては、当該保険金の支払により被保険者に所得

つまり経済的利得が生ずること及び当該所得が「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」

に該当することを当然の前提としている。 

     このように課税当局は、団体信用生命保険や債務返済支援保険において、保険金の支払

先、保険金の金額の定め方や代金債権の回収を確実にすることを担保するという経済的動

機・目的にかかわらず、保険事故や被保険者に着目して保険危険は被保険者に帰属すると判

断し、保険事故発生の客体も被保険者の身体と判断しているのであるから、本件元受保険契

約についても、上記団体信用生命保険や債務返済支援保険と同様に取り扱われると考えるこ

とが合理的である。 

  （４）メキシコグループ保険規則における取扱いについて 

     本件元受保険契約はメキシコグループ保険規則に準拠するものであるところ、同規則は、

「グループ保険」及び「集団保険」を、「生命に係る危険」や「事故又は病気に係る危険」か

らグループ又は集団を保障することを目的とする保険であると定めている。この規定は、保

険契約が担保する保険危険としての「保険の目的」を示すものである。他方で、同規則１２

条は「保険契約の目的」が「契約者からの貸付金を保障する場合」等を除き、契約者を受益

者とすることができない旨定めているが、ここにいう「保険契約の目的」は、保険契約者側

の経済的動機又は背景という意味にすぎない。 

     そうすると、メキシコグループ保険規則上の「グループ保険」又は「集団保険」に分類さ

れる本件元受保険契約の法的な保障の対象は被保険者である本件各顧客の生命や身体である

一方、本件クレジット債権の債務不履行の危険を回避するというＣの利益は間接的な経済的

動機又は背景に過ぎないことになる。 

  （５）結論 

     以上のとおり、本件元受保険契約は、非関連者である本件各顧客の生命、身体等を保険の

目的とする保険であるから、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件括弧書きにいう「関

連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険

に係る収入保険料」に該当する。 

   （原告の主張（３）及び（４）に対する被告の反論） 

  （１）団体信用生命保険及び債務返済支援保険に係る課税当局の取扱いについて 

     そもそも原告の引用する①団体信用生命保険に係る文書回答事例（甲１９）及び②債務返

済支援保険に係る質疑応答事例（甲２０）は、外国子会社合算税制における非関連者基準に

対する回答ではないし、本件括弧書きにおける「保険の目的」に関する解釈について何らの

見解を示すものでもない。 

     上記①の回答事例についてみると、団体信用生命保険において、住宅建築会社または住宅

販売会社が保険会社から受け取る保険金は、建築請負契約又は売買契約に係る収入金額とな

り、顧客に対する債務免除について、寄付金等の問題は生じない旨記載されている。これは

団体信用生命保険の保険給付による経済的利益は住宅建築会社または住宅販売会社に生じる

のであり、被保険者である顧客の経済的利益は債務免除の結果として反射的に生じるにすぎ

ないことを示している。また、上記②の質疑応答事例においては、国税庁は、債務返済支援

保険において、保険事故が生じ、住宅ローン債務者が保険金の支払を受けた場合に関し、当
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該保険金は「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」に該当するため非課税である旨回答

している。これに対して本件元受保険契約において保険金の支払を受けるのはＣであって、

本件各顧客ではないから、上記回答に係る事例と同様の課税関係が生じるものではない。 

  （２）メキシコグループ保険規則における取扱いについて 

     原告は、メキシコグループ保険規則の「グループ保険」や「集団保険」の定義を根拠に、

「生命に係る危険」や「事故又は病気に係る危険」が「保険の目的」である旨主張するが、

前記（被告の主張）（１）ア（ウ）のとおり、「保険の目的」は具体的な保険契約の内容に応

じて把握されるものであり、問題とされる保険契約の具体的条項や仕組みを離れて、同保険

契約の準拠する法令の抽象的な定義規定のみから、当該保険契約が担保する保険危険や「保

険の目的」を導き出すことが適切であるとはいい難い。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 本件括弧書きにいう「保険の目的」の解釈について 

  （１）措置法６８条の９０第１項は、連結法人である内国法人が、法人の所得等に対する租税の

負担がないか又は極端に低い国若しくは地域（タックス・ヘイブン）に子会社を設立して経

済活動を行うことにより、我が国における租税の負担を回避しようとする事例が生ずるよう

になったことから、このような事例に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的とし

て、一定の要件を満たす外国子会社を特定外国子会社等と規定し、同項の定める個別課税対

象金額を連結法人の所得の計算上益金の額に算入することとしたものであると解される。し

かし、特定外国子会社等であっても、独立企業としての実体を備え、その所在する国又は地

域において事業活動を行うことにつき十分な経済合理性がある場合にまで上記の取扱いを及

ぼすとすれば、我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害するおそ

れがあることから、同条３項の適用除外要件が全て満たされる場合には同条１項の規定を適

用しないこととしている（最高裁平成●●年（○○）第●●号同２９年１０月２４日第三小

法廷判決・民集７１巻８号１５２２頁参照）。 

  （２）措置法６８条の９０第３項の定める適用除外要件のうち所在地国基準は、当該事業にとっ

て本質的な行為の行われる場所が主として本店所在地国にあり、その地の経済と密接に関連

して事業を行っていると評価することができる場合には、当該特定外国子会社等が本店所在

地国において事業活動を行うことにつき十分な経済合理性があるといえることから、外国子

会社合算税制の適用除外要件の一つとされたものであると解される。 

     他方、措置法６８条の９０第３項は、保険業を含む同項１号所定の事業（以下「保険業

等」という。）については、所在地国基準に代えて非関連者基準を適用除外要件の一つとし

ている。非関連者基準は、保険業等を営む特定外国子会社等については、当該事業の性質

上、事業活動の範囲が必然的に本店所在地国以外にも及ぶことが想定されるため、所在地国

基準によることは相当ではなく、取引の相手方に着目し、当該事業が主として関連者以外の

者との取引から成り立っている場合には、そのことをもって、その地に所在することの経済

的合理性を認めることができると考えられることから、所在地国基準に代わる適用除外要件

の一つとされたものであると解される。 

  （３）そして、保険業を主たる事業とする特定外国子会社等については、各事業年度において、

非関連者からの収入保険料が、収入保険料の総額の１００分の５０を超えるか否かによって

非関連者基準を充足するか否かを判断することとされている（措置法施行令３９条の１１７
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第８項５号）。また、保険業等に係る非関連者基準の判定については、特定外国子会社等と

その関連者との取引が非関連者を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者

を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社

等と当該関連者との間で直接行われたものとみなして非関連者基準を適用することとされて

いる（同条９項）。 

     この点に関し、平成７年度税制改正前は、出再者（元受保険契約の保険者）が自己の負担

する保険責任の一部又は全部を受再者（再保険契約の保険者）に転換することを目的とする

再保険取引において非関連者が介在する場合には、同項のみなし規定が適用されるか否かが

必ずしも明確でなかった。そして、国内の親会社が実質的には海外子会社に保険料を支払う

場合でも、直接の保険契約とするのではなく、いったん非関連者との保険契約を締結するこ

とにより、非関連者基準が充足されると解釈され、外国子会社合算税制の潜脱となるおそれ

があったことから、平成７年度の税制改正において、再保険に係る収入保険料については、

その保険の目的が非関連者の有する資産又は非関連者の負う損害賠償責任である保険に係る

収入保険料に限り、非関連者からの収入保険料に含めて、非関連者基準の判定を行うことと

する判断基準（本件括弧書き）が明示されたものである。 

     以上の本件括弧書きが規定された趣旨に照らせば、本件括弧書きは、関連者取引に再保険

取引の形で非関連者を介在させることにより非関連者基準が充足されることを制限するた

め、特定外国子会社等が、形式的には非関連者から再保険に係る保険料を収受している場合

であっても、元受保険契約により保障や填補を得ようとする対象が関連者について生じる経

済的不利益である場合には、当該再保険契約は、実質的には関連者の保険危険を負担するも

のにほかならないとして、これを非関連者に係る収入保険料には含めずに非関連者基準の判

定を行うこととしたものと解される。そうすると、本件括弧書きにいう「保険の目的」と

は、保険事故が生じた際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を

得ようとする対象のことをいうものと解するのが相当である。 

     そして、保険契約には様々な種類・内容のものがあり得ることから、保険契約により保

障、填補を受けようとする対象は、当該保険契約における保険事故や免責事由の定めのみで

はなく、個々の保険契約の内容や取引の実態等を踏まえて実質的に判断するのが相当であ

る。 

  （４）これに対して、原告は、本件括弧書きが定められた平成７年の税制改正当時の旧商法上の

物保険に係る「保険ノ目的」が「保険事故発生の客体」を意味するものであるから、本件括

弧書きにいう「保険の目的」についても上記解釈を参照して「保険事故発生の客体」を意味

すると解すべきであり、したがって、本件括弧書きにいう「保険の目的」を判断するに当た

っては、保険事故や免責事由の具体的な内容を中心に解釈すべきである旨主張する。 

     しかしながら、旧商法６４１条及び６５０条等にいう「保険ノ目的」は、保険法６条１項

７号にいう「保険の目的物」と同義であると解され、同号は、「保険の目的物」を「保険事

故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいう」と定義して

おり、例えば、火災保険における建物・家財、信用保険における債権がこれに当たるとこ

ろ、そのような「物」を特定することができない責任保険等については「保険の目的物」を

観念することはそもそも困難である。また、同号は「保険の目的物…があるときは」と定め

ており、「保険の目的物」が存在しない損害保険契約があることを当然の前提としている。
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このような保険法の定めによれば、同法にいう「保険の目的物」は、専ら、特定の物につい

て生じる事情を保険事故とする物保険に係る概念であるというべきであり、この点は同義で

ある旧商法の「保険ノ目的」についても同様である。 

     他方で、本件括弧書きは、「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害

賠償責任を保険の目的とする保険」という文言からして、当該保険が責任保険等である場合

にも適用されるものである。そうすると、本件括弧書きの「保険の目的」の解釈において、

専ら物保険を対象とする旧商法の「保険ノ目的」及び保険法の「保険の目的物」の解釈をそ

のまま援用することは相当ではない。したがって、この点に関する原告の主張には理由がな

い。 

  （５）また、原告は、令和元年度税制改正により設けられた措置法施行令３９条の１１４の２第

２８項５号ロ（２）は、本件括弧書きの解釈を政令として明文化したものであって、これに

よれば本件括弧書きにおいても、保険事故発生の客体である被保険者が非関連者であるか否

かにより、非関連者基準該当性が判断されるべきであるなどと主張する。 

     しかしながら措置法施行令３９条の１１４の２第２８項５号ロは、同一国内で実体のある

保険事業が一体的に経営されている保険グループ内における再保険取引（特定保険委託者と

その特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険等）については、資本の

効率的使用と収益性向上の観点から一定の合理性が認められる場合があることから、所定の

要件を満たすことを条件に、上記再保険取引に基づく収入保険料を、非関連者基準の適用に

当たって関連者から収入する保険料には含めないこととしたものである。そして、同号ロ

（２）は、上記のような保険グループ内における再保険取引であっても、保険の引受けによ

る所得を保険リスクの所在地国から別の国に移転することによって租税回避がされるおそれ

があることから、これを防止するため、再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料のう

ち、本店所在地国等に所在する非関連者を被保険者とする保険に係るものの占める割合が９

５％以上であることを要件とするものである。措置法施行令３９条の１１４の２第２８項５

号ロ（２）は、以上のように、保険の引受けによる所得を保険リスクの所在地国から別の国

に移転することによる租税回避を防止するという観点から、本店所在地国等に所在する非関

連者である被保険者の割合に着目するものであって、本件括弧書きとはその制度趣旨を異に

するものであり、だからこそ、令和元年度税制改正によって措置法施行令３９条の１１４の

２第２８項５号ロ（２）が規定された一方、本件括弧書きの文言は改正されなかった（同号

イ参照）ものと解されるから、同号ロ（２）が本件括弧書きの趣旨を明文化したものである

ということはできない。したがって、この点に関する原告の主張には理由がない。 

  ２ 本件元受保険契約における「保険の目的」について 

    上記１において判示したとおり、本件括弧書きにいう「保険の目的」は、保険事故が生じた

際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を得ようとする対象のこ

とをいい、保険契約における保険事故や免責事由の定めのみではなく、個々の保険契約の内

容や取引の実態等を踏まえて実質的に判断するのが相当であるから、以下、これに従って本

件元受保険契約における「保険の目的」について検討する。 

  （１）前提事実（２）及び（３）のとおり、Ｃは、自動車の購入資金を割賦で支払う本件各顧客

に対し、本件クレジット契約を締結して購入資金を貸し付けているところ、本件クレジット

契約は、貸付を受けた本件各顧客に対して、他にＣを優先受益者とする保険に加入しない限
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り、本件元受保険契約に加入することを義務付け、本件各顧客が上記両保険に加入しないと

きは、Ｃは、本件各顧客を代理して所定の保険を契約する権限を有するとしている。そし

て、Ｄは、保険事故事由が発生した場合、「死亡」、「失業」、「恒久的な障害」及び「一時的

な全身の障害」のいずれの事由であっても、本件クレジット債権の未償還残高又は月額賦払

金６か月分に相当する金額を、本件各顧客ではなく優先受益者であるＣに支払うこととさ

れ、優先受益者をＣから変更することはできないものとされている。Ｃが支払義務を負う保

険料の額は、本件クレジット債権の残額から算定され、Ｃは本件各顧客から保険料を回収し

ている。そして、本件元受保険契約は本件クレジット契約の返済期間中に限り効力を有し、

本件クレジット債権が完済された場合には、本件元受保険契約も終了することとなる。 

     以上の本件クレジット契約と本件元受保険契約との関係及び同契約の内容等、とりわけ、

本件クレジット契約を締結した本件各顧客は、Ｃが優先受益者として保険給付を受けるとい

う内容を含む保険契約の締結を事実上義務付けられ、本件各顧客の死亡等の保険事故が生じ

た場合に、優先受益者であるＣに対し、「死亡」、「失業」、「恒久的な障害」及び「一時的な

全身の障害」のいずれの事由であっても、本件クレジット債権の未償還残額又は月額賦払金

６か月分を限度として保険給付がされ、本件各顧客が同保険給付を自己の財産として自由に

利用することは予定されておらず、本件元受保険契約の成立及び消滅は本件クレジット債権

に付従することとされていることなどの事情を踏まえると、本件元受保険契約は、Ｃが優先

受益者として受領する保険給付を本件クレジット債権の弁済に充てることによって、本件ク

レジット債権が回収不能となることに伴いＣに生じる経済的不利益を填補することをその内

容とするものであると解される。 

     そうすると、本件元受保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を得

ようとする対象は、Ｃが有する本件クレジット債権であると解するのが相当である。したが

って、本件元受保険契約は、Ｃの有する資産を「保険の目的」とする保険に該当するという

べきである。 

  （２）これに対して、原告は、本件元受保険契約における保険事故事由や免責事由の定め等を根

拠に、本件元受保険契約は、本件各顧客の生活を維持する能力や所得を稼得する能力の喪失

という保険危険を担保するものであって、その「保険の目的」は本件各顧客の生命や身体等

である旨主張する。 

     しかしながら、前判示に係る本件元受保険契約の内容、とりわけ、保険給付の優先受益者

がＣとされ、本件各顧客は保険給付を自己の財産として自由に使用することはできないこ

と、保険給付の額が「死亡」、「失業」、「恒久的な障害」及び「一時的な全身の障害」のいず

れであっても、本件クレジット債権の未償還残高又は月額賦払金６か月分を超えないことと

され、「死亡」や「失業」等の保険事故の事由により生じた能力の喪失の期間、程度に応じ

て保険給付の額を定めているものではなく、上記保険給付の上限額の内容も本件各顧客の

「死亡」という保険事故に対応した内容とは評価できないこと、本件クレジット債権が完済

された場合には本件元受保険契約が終了するとされていることなどの諸点は、本件元受保険

契約が本件各顧客の生命や身体等について生じた損害を填補するものと解することとは相容

れないというべきである。この点、原告は、Ｃが保険給付を受け取ることとされているの

は、保険契約を締結する経済的動機、目的を示す事情にすぎず、「保険の目的」とは無関係

であるなどと主張する。しかしながら、保険契約が、保険料の支払と引き換えに、偶然の一
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定の事故により生じることのある経済的損失を補填するために保険給付を支給することを約

するものであることからすれば、上記のような保険給付の額や優先受益者に関する定めは、

本件元受保険契約の内容そのものであって、単なる経済的動機、目的にとどまるものではな

いから、この点に関する原告の主張は採用することができない。 

     なお、原告は、火災保険契約の目的物（建物等）に抵当権が設定されているという事例を

挙げた上で、仮に当該抵当権者が保険金を受け取るものとされている場合であっても、当該

火災保険契約に係る「保険の目的」は上記目的物（建物等）と解すべきであり、誰が保険金

を受け取るかは「保険の目的」の認定とは無関係であるなどと主張する。しかしながら、前

提事実（３）のとおり、本件元受保険契約における優先受益者の指定は、保険契約そのもの

により取り消すことができないこととされているのであって、Ｃの地位は上記抵当権者の地

位とは全く異なるものである。また、本件元受保険契約は、本件クレジット債権が弁済によ

り消滅した場合には、これに伴って保険契約自体が終了するとされているのであって、この

点においても原告の挙げる事例とは大きく異なる。したがって、上記事例は本件とは事例を

異にするものであって、比較の対象としてそもそも適切ではなく、この点に関する原告の主

張には理由がない。 

  （３）また、原告の指摘する保険事故事由や免責事由等の定めについてみても、以下に述べると

おり、本件元受保険契約の「保険の目的」を本件各顧客の生命や身体と解すべき根拠となる

ものではない。 

    ア 本件元受保険契約においては、本件各顧客の死亡等が保険事故事由とされているが、こ

れは、本件各顧客の死亡等が、債務者である本件各顧客の支払能力に影響し、本件クレジ

ット債権の回収不能リスクを高める事情であるからである。 

      これに対し、原告は、本件各顧客の死亡等が生じても、その資産状態等によっては直ち

に本件クレジット債権の回収が不能又は困難となるものではない旨主張するが、仮に一定

の資産等を有し、直ちに回収が不能又は困難にならない場合があるとしても、多くの場合

には、本件各顧客の死亡等はその支払能力に影響するものであるといえるから、本件クレ

ジット債権の回収不能リスクの保障、填補を受ける目的で、本件各顧客の死亡等を保険事

故事由とすることが不合理であるとはいえない。 

      また、原告は本件クレジット債権が弁済不能となったことなど同債権に着目した事由が

保険事故とされていないなどとも指摘するが、保証契約ではなく保険契約である以上、本

件クレジット債権の弁済不能の場合を全て対象とするのではなく、一定の保険事故の場合

に限定して保険給付をすることとした上で、本件クレジット債権の回収を不能又は困難と

なる事情のうち何を保険事故として定めるかについては、当該保険契約の定める保険料の

額、保険給付の額等と保険事故の発生率等に応じて様々な場合があり得るから、本件各顧

客の死亡や失業等は保険事故とする一方で、本件クレジット債権の弁済不能を保険事故と

していないことが、本件元受保険契約の「保険の目的」が本件クレジット債権の回収不能

リスクの保障、填補を受ける目的であると解釈することとの間で矛盾するものではない。 

      したがって、原告主張に係る保険事故の定めを理由に、本件元受保険契約の「保険の目

的」が本件各顧客の生命や身体であると解することはできないから、この点に関する原告

の主張は、採用することができない。 

    イ 原告は、本件元受保険契約においては、本件各顧客の故意又は自らの意思に起因する保
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険事故を保障の対象から除外する旨の免責事由が定められているのは、故意に、生命を断

ち、全身の障害を引き起こすなどの保険事故事由を引き起こし、自らを利することは妥当

ではないとの趣旨に基づくものであり、保険の目的が本件各顧客の生命又は身体であるこ

とを示している旨主張する。 

      しかしながら、本件元受保険契約の保険事故が発生した場合、保険給付が優先受益者で

あるＣに支払われることにより、本件各顧客も、その限度で本件クレジット債権に係る債

務の弁済を免れるという反射的な利益を受ける関係にある。そうすると、上記のような免

責事由が定められているのは、本件各顧客の故意又は自らの意思で保険事故事由を惹起

し、これによって保険給付を受領することが、当事者間の信義誠実に反するとともに、保

険リスクを多数の保険契約者間で分散するという保険の制度自体に反するためであると解

される。したがって、上記免責事由の定めは、原告主張に係る趣旨に基づくものではない

から、本件元受保険契約の「保険の目的」がＣの有する本件クレジット債権であると解す

ることと何ら矛盾するものではなく、これを根拠として、本件元受保険契約の「保険の目

的」が本件各顧客の生命又は身体であるということはできない。 

    ウ 原告は、本件元受保険契約における「被保険債務者」が本件各顧客であることから、保

険料が被保険者である本件各顧客の生命や身体に係る保険危険の担保の対価である旨主張

する。しかしながら、前判示のとおり、保険給付は優先受益者であるＣに対して支払わ

れ、本件各顧客がこれを自由に使用することはできないとされていることからすれば、上

記の被保険債務者の定めが、本件元受保険契約により保障、填補を得ようとする対象を示

すものであるとはいえないから、原告の主張は理由がない。 

    エ 前提事実（４）において摘示したとおり、Ｃは、本件役務提供契約に基づき、本件各顧

客から保険料に相当する額を徴収して、Ｄに保険料を支払っているから、保険料の実質的

な負担者は本件各顧客であるといえる。この点について、原告は、本件各顧客が自らの保

険危険の担保に対する対価としての保険料を支払っている旨主張する。 

      しかしながら、前判示のとおり、本件各顧客は、本件クレジット契約を締結するに当た

って、本件元受保険契約又はＣを優先受益者とする他の保険契約の締結を義務付けられて

いることに照らせば、本件各顧客が保険料相当額を負担しているのは、本件クレジット契

約により自動車の購入資金の貸付けを受けることに対する対価の一部として支払っている

とみるべきである。したがって、本件各顧客が保険料相当額を負担していることをもっ

て、本件元受保険契約の「保険の目的」が本件各顧客の生命又は身体であるとはいえず、

原告の主張は採用することができない。 

    オ 原告は、本件各顧客が死亡した場合に、本件各顧客の遺族の請求があって初めて保険給

付が支払われるものとされているのは、被保険者である本件各顧客の親族が本来の受益者

であり、保険危険が本件各顧客に帰属することを示している旨主張する。 

      しかしながら、本件各顧客が死亡した場合に本件各顧客の遺族による請求があって保険

給付が支払われるのは、本件各顧客の死亡等がＣには容易に知り得ない事情であることを

踏まえ、保険給付の請求手続を本件各顧客の遺族の請求によって開始することとしたもの

であって、飽くまで保険給付の請求手続を規定したものにとどまり、保険契約により保

障、填補を得ようとする対象を示すものであるとはいえない。したがって、本件各顧客が

死亡した場合に本件各顧客の遺族による請求があって保険給付が支払われるという上記手
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続の流れは、本件元受保険契約の「保険の目的」がＣの有する本件クレジット債権である

と解することを妨げるものではない。 

  （４）原告は、仮に本件各顧客が我が国の居住者である場合の本件元受保険契約の税務上の取扱

いについては、団体信用生命保険や債務返済支援保険に関する取扱いを参照すべきところ、

これによれば、本件元受保険契約により担保されている保険危険は、本件各顧客に生じる身

体の傷害であると解すべきである旨主張する。 

     しかしながら、原告の指摘する団体信用生命保険に係る文書回答事例（平成１５年２月２

６日付け東京国税局審理課長回答。甲１９）は、住宅の建築請負契約等を締結した個人（顧

客）が、住宅ローンが実行される前に死亡し又は高度障害を負った場合に、保険金をもって

報酬等支払債務の残額に充てることとし、住宅建築会社等が顧客との間で、当該住宅建築会

社等が当該保険金を受領したことを停止条件として、顧客の報酬等支払債務を免除する旨の

債務免除特約を締結した場合において、当該債務免除特約に基づく債務免除益は、その利益

が身体の傷害に起因して受けるものであるから、非課税所得に当たる旨を述べるものである

（所得税法９条１項１６号〔平成１８年法律第８０号による改正前のもの〕、所得税法施行令

３０条１号〔平成２２年政令第５０号による改正前のもの〕参照）。そして、上記債務免除

特約に基づく債務免除益が所得税法上の「所得」に該当するとされているのは、所得税法が

人の担税力を増加させる経済的利得は全て所得を構成するとする包括的所得概念を採用して

いることによるものであって、当該保険契約の「保険の目的」の所在を示すものではないか

ら、原告の主張は前提を異にするものである。 

     また、原告の指摘する債務返済支援保険に係る質疑応答事例（甲２０）についてみても、

ここでいう債務返済支援保険は、住宅ローン債務者のローン返済支援を目的として締結され

る保険契約であるが、保険金の受取人は金融機関ではなく住宅ローン債務者とされており、

この点でそもそも本件元受保険契約とは保険の内容を全く異にするものである。加えて、上

記質疑応答事例において、住宅ローン債務者に支払われる保険金が身体の傷害に起因して支

払を受けるものに該当するから非課税所得に当たるとされているのは、上記文書回答事例の

場合と同様、同保険金が包括的所得概念を採用する所得税法上の「所得」に該当することに

よるものであって、「保険の目的」の所在を示すものではない。したがって、この点に関す

る原告の主張も理由がない。 

  （５）原告は、本件元受保険契約は、メキシコグループ保険規則上の「グループ保険」や「集団

保険」に分類されるところ、同規則上、これらの法的な保障の対象は「生命に係る危険」や

「事故又は病気に係る危険」とされている一方、本件クレジット債権の回収不能の危険を回

避する目的については経済的動機・目的にとどまるものとされている旨主張する。 

     しかしながら、前記１（１）及び（２）において判示したとおり、そもそも外国子会社合

算税制は、法人税の負担の実質的な公平を図ることを目的とするものであって、その適用除

外要件の一つである非関連者基準は、当該特定子会社等が、その所在する国又は地域におい

て事業活動を行うことにつき十分な経済合理性があるか否かを判定するための基準である。

このような観点からすれば、非関連者基準の判定に関する本件括弧書きの「保険の目的」

は、当該元受保険契約の契約内容や取引の実態等から実質的に判断されるべきであって、本

店所在地国の規則等における分類によって形式的に判断することは相当でないから、この点

に関する原告の主張は採用できない。 
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  （６）以上によれば、本件元受保険契約は、関連者であるＣが有する本件クレジット債権を保険

の目的とする保険であって、本件再保険契約に係る収入保険料は「関連者以外の者が有する

資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に

は該当しない。 

  ３ 各課税処分の適法性について 

  （１）上記２のとおり、本件再保険契約に係る収入保険料は「関連者以外の者が有する資産又は

関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」には該当し

ないから、非関連者基準の判定に当たって、これを非関連者から収入する保険料に加算する

ことはできない。そうすると、前提事実（６）のとおり、本件Ｂ事業年度において、Ｂの収

入保険料の合計額のうち、非関連者から収入する保険料の合計額の占める割合は１００分の

５０を超えないことになる。したがって、Ｂは非関連者基準を満たさないことから適用除外

要件を充足せず、Ｂの個別課税対象金額は、原告の本件連結事業年度の法人税に係る連結所

得の金額の計算上、益金の額に算入されることとなる。 

  （２）上記（１）に加え、証拠（乙１、６、１１）及び弁論の全趣旨によれば、原告に対して課

されるべき本件連結事業年度の法人税の額並びに本件法人税当初更正処分及び本件地方法人

税当初更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、別紙４のとおりであって、

これらは本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分における法人税並びに本件法

人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分における過少申告加算税と同額

である。 

  （３）したがって、本件法人税再更正処分、本件地方法人税再更正処分、本件法人税当初賦課決

定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分はいずれも適法である。 

  ４ 結論 

    以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、主文の

とおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 春名 茂 

   裁判官 横井 靖世 

   裁判官 廣瀬 智彦 
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（別紙 2-1)

〇

租
税
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
に
よ
る
改
正

前
の
も
の）

（
連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会

社等
の
個
別
課
税
対

象金
額
等‘の
益

金算
入）

第
六
十
八
条
の
九
十

〔
略〕

2

〔
略〕

．

.
3

第一
項
の
規
定
は、

同項各
号
に

掲げ
る
連

結法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会
社

等
で、
特
定
事
業
（
第
六
十
六
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
事

業を
い
う。

・

次
項
に
お
い
て
同
じ。
）．
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
（
株
式
等
の

保有を
主
た

る
事
業
と
す
る
特
定
外
国

子会

社等
の
う
ち、
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
が
他
の

法
人
の
事

業活
動
の

総合的
な
管
理
及
び

調整
を
通
じ
て
そ
の
収
益
性
の
向
上
に・

資
す
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
統
括
業

．

務」
と
い
う。
）
を
行
う

場合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
の

株式
等
の
保
有
を
行
う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
事
業
持
株
会
社」
と
い
う。
）

を除
く。
）
以
外
の
も
の
が、
そ
の

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て
そ
の
主
た
る
事
業

云
事
業
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は、

統括業務と
す
る。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ。
）
を
行
う
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
務
所、
店
舗、
工
場
そ
の
他
の
固
定
施
．

設
を
有
し、
か
つ、
そ
の
事
業
の
管
理、
支
配
及
び
運
営
を
自
ら
行
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る

場合
で
あ
っ
て、`
各
事
業

年度
に
お
い
て
そ
の
行

う主
た
る
事
業
が
次

の
各
号
に

掲げ

る事
業
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当

該各
号
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
と
き
は、
当
該
特
定
外
国
子

会社
等
の
そ
の
該
当
す
る
事
業

年度

に
係
る
適
用

対象金
額
に
つ
い
て
は、
適
用
し
な
い。

一

卸
売
業、
銀
行
業、・
信
託
業、
金

融商
品
取
引
業、
保
険
業、
水
運
業
又

は
航
空
運
送
業

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る

第
四

十条
の
四
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
居
住
者、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等

．

に
係
る
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
内
国
法
人、
当
該
特
定
外

．

．

．

．

．

．

 

．

．

 

》

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

．

 

嶋

●

●

●

•

•

•

•

•

．

．

．

．

 

以

上

国
子
会
社
等
に
係
る
第
1

項
各
号
に

掲げ
る
連
結
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者

9

に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
者
と
の
間
で
行
っ
て
い
る

場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

二

前
号
に

掲げ
る
事
業
以
外
の
事
業

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
本
店
又
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
（
当
該
国
又
は
地
域
に
係
る
水
域
で

第
六
十
六
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含

む。
）
に
お
い
て
行
っ
て
い
る

場合
と
し
て
政
令
で
定
め
る

場合

.
4

政
下
略〕
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（別紙2-2)

.
〇

租
税
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
に
よ
る
改
正
前

の
も
の）

.
（
用
語
の
意
義）

第
二
条

〔
略〕

．

2

第
三
章
に
お
い
て、
次
の
各
号
に

掲げ
る
用
語
の
意
義
は、
当

該各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る。

一

国
内
又
は
国
外

そ
れ
ぞ
れ
法
人
税
法
第
二
条
第一
号
又
は
第
二
号
に
規

定
す
る
国
内
又
は

国外
を
い
う。

一
の
二．
内
国
法
人
又
は
外
国
法
人

そ

れぞ
れ
法
人
税
法
第
二
条
第
三
号
又

は
第
四
号
に
規
定
す
る
内
国
法
人
又
は
外
国
法
入
を
い
い、
そ
れ
ぞ
れ
次
号

．

に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
で、
前
号
に
規
定
す
る
国
内
に
本
店
若
し

．
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
又
は
同
号
に
規
定
す
る
国
外
に
本
店
若

▲

し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
を
含
む。

．

二

人
格
の
な
い
社
団
等

法
人
税
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な

い
社
団
等
を
い
う。

三

〔
以
下
略〕

3

〔
以

下略〕

（
居
住
者
に
係
る
特
定
外
国
子

会社等
の
課
税
対
象
金
額
等
の
総
収
入
金

額算
入）

第
四
十
条
の
四

次
に
掲
げ
る

居住
者
に
係
る
外
国
関
係
会
社
の

うち、
本
店
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
城
に
お
け
る
そ
の

所得
に
対
し
て
課
さ
れ

る
税
の
負
担
が
本
邦
に
お
け
る
法
人
の

所得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
に
比

し
て
著
し

く低
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
外
国
関
係
会
社
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
外
国

子会

社等」
と
い
う。
）
が●
昭
和
五
十

三
年
四
月一
日
以
後
に
開
始
す
る
各

事業
年
度
（
第
二
条
第
二
項

第十
八
号
に
規

定
す
る
事
業

年度
を
い
う。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ。
）

.

.

•

.

．

．

 

·

·
·

●

 

．

．

 

．

．

 

•

0

 .

.

.

.

.

•

•

•

•

•

 

.

.

 
”

 

に
お
い
て
適
用

対象金
額
を
有
す
る

場合
に
は、
そ
の
適
用
対
象
金
額
の
う
ち
そ

の
者
の
有
す
る
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
の

直接
及
び
間
接
保
有
の

株式
等
の
数

に

対応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
株
式
等

盆笞｛
又
は
出
資
を
い
う。
以
下
第
四
項

ま
で
に
お
い
て
同
じ。．）
の

請求
権

祠苓＾
金
の
配
当
等
（
法
人
税
法
第
二
十
三

条第一

項第一
号
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当、
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分

配
を
い
う。
以
下
こ
の
項、
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
、
財
産
の
分

配
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
の

給付
を

請求
す
る
権

利を
い
う。．
以
下
こ
の
項、
．

次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の
内
容
を

勘案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
第
四
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
課
税
対
象
金
額」
と

い
う。
）
に
相
当
す
る
金
額
は、
そ
の
者
の
雑
所
得
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
し

て
当

該各
事
業

年度終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

年分

の
そ
の
者
の
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上、
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る。

‘

一

そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
問
接
保
有
の
株
式
等
の
数
の
当

該
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資．（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
有
す

る
自
己
の
株
式
等
を
除
く。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
場
合

に
は、
当
該
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か

高
い
割
合。
次
号
に
お
い
て
「
直
接
及
び
間
接
の
外
国
関
係
会
社
株
式
等
の

保有割
合」
と
い
う。
）
が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
居
住
者

．

イ

議
決
権．（
剰
余
金
の
配
当
等
に
関
す
る
決
議
に
係
る
も
の
に
限
る。
以

下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
を

発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く。
）

そ
の
有
す
る
当

．

該
外
国
関
係
会
社
の

直接
及
び
間
接
保
有
の
議
決
権
の
数
の
当
該
外
国
関

係
会
社
の
議
決
権
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

ロ

請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株
式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人
（・ハ
に
掲
げ

る
法
人
を
除
く。
）

そ
の
有
す
る
当
該
外

国関
係
会
社
の
直
接
及
び
問

接
保
有
の

請求
権
に
基
づ
く
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
の
当
該
外
国
関
係
会
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．
， （別紙2- 2) 

．
、

社
の

株式
等
の
請
求
権
に
基
づ
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
剰
余
金
の
配
当

..：
等
の
総
額
の

うち
に
占
め
る
割
合

ハ

議
決
権
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
及
び
請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株

式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人

イ
又
は
口
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か
高

い
割
合

〔
以
下
略〕

（
内

国法
人
に
係
る
特
定
外
国
子

会社等
の
課
税

対象金
額
等
の
益
金
算
入）

第六

十六
条
の
六

次
に

掲げ
る
内

国法
人
に
係
る
外
国
関
係
会
社
の
う
ち、
本
店

又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
に
お
け
る
そ
の

所得
に
対
し
て
課

さ
れ
る
税
の

負担
が
本
邦
に
お
け
る
法
人
の

所得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の

負担

に
比
し
で
著
し
く
低
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
外
国

関係
会
社
に
該
当
す
る．

も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
外
国
子
会

社等」
と
い
う。
）

が、
昭
和
五
十
三
年
四
月一
日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業

年度
に
お
い
て
適
用
対

象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
は、
そ
の
適
用
対
象
金
額
の
う
ち
そ
の
内

国法
人
の
有

．

す
る
当
該

特定
外
国

子会

社等
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
そ
の
株
式
等
（
株
式

又ば

出資
を
い
う。
以
下
第

四項ま
で
に
お

い
て
同
じ。
）
の
請
求
権
（
剰
余
金
の
配

当等
（
法
人
税
法
第
二
十
三
条
第一
項

第一
号
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当、
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分
配
を
い
う。

以
下
こ
の
項・
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
、
財
産
の
分
配
そ
の
他
の

経

済的
な
利
益
の

給付
を

請求す
る
権
利
を
い
う。
以
下
こ
の
項、
次
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の
内
容
を

勘案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
課
税
対
象
金
額」
と
い
う。
）
に
相
当

す
る
金
額
は、
そ
の
内
国
法
人
の
収
益
の
額
と
み
な
し
て
当
該
各
事
業

年度終
了

の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
を
含
む
そ
の
内

国法
人
の
各
事
業

年度
の

．
所
得
の
金
額
の
計
算
上、
益
金
の
額
に
算
入
す
る。
、
．
 

．
 一

そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
の
当

．

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

•

•

.

•

.

•

•

 

•

•

•

•

•

．

．

．

 

該
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
有
す
．

る
自
己
の
株
式
等
を
除
く。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

.
（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
場
合

に
は、
当
該
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か

高
い
割
合。
次
号
に
お
い
て
「
直
接
及
び
間
接
の
外
国
関
係
会
社
株
式
等
の

保

有割合」
と
い
う
q

)

が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
内

国法
人

イ

議
決
権
（
剰
余
金
の
配
当
等
に
関
す
る
決
議
に
係
る
も
の
に
限
る。
以．

下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
を

発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く。
）

そ
の
有
す
る
当

該
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
議
決
権
の
数
の
当
該
外
国
関

係
会
社
の

議決
権
の
総
数
の

うち
に
占
め
る
割
合

ロ

請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株
式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に

掲げ

る
法
人
を
除
く。
）

そ
の
有
す
る
当
該
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
問

接
保
有
の
請
求
権
に
基
づ
く
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
の
当
該
外
国
関
係
会

社
の
株
式
等
の
請
求
権
に
基
づ
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
剰
余
金
の
配
当

等
の
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
．

ハ

餓
決
権
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
及
び
請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株

．

式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人

イ
又
は
口
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か
高

．
い
割
合

ニ
・
〔
略〕

2

こ
の
条
に
お
い
て、
次
の
各
号
に

掲げ
る
用
語
の

意義
は、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る。•

一

外
国
関
係
会
社

外
国
法
人
で、
そ
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
そ
の
有

す
る
自
己
の
株
式
等
を
除
く。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
居
住
者
（
第．

二
条
第一
項
第一
号
の
二
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う。
以
下
こ
の
号
及
び

第
六
号
に
お
い
て
同
じ。
）
及
び
内
国
法
人
並
び
に
特
殊
関
係
非
居
住
者

（
居
住
者
又
は
内
国
法
人
と
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
同
項
第一
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（別紙2- 2) 

号
の
二
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ。
）

が
有
す
る
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
の
合
計
数
又
は
合
計
額
の
占

め
る
割
合
（
当
該
外
国
法
人
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲げ
る
法
人
で
あ
る

、

場
合
に
は、
当
該
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
'

れ
か
高
い
割
合）
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
も
の
を
い
う。

9

イ

議決
権
の
数
が
1

個
で
な
い
株
式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に
掲

げ
る
法
人
を
除
く。
）
．
当
該
外
国
法
人
の
議
決
権
の
総
数
の

うち
に
居

＇

住
者
及
び
内

国法
人
並
び
に
特
殊
関
係
非
居
住
者
が
有
す
る
当
該
外
国
法

人
の

直接
及
び

問接保
有
の

議決
権
の
数
の

合計
数
の

占め
る
割
合
＇

•
口

請
求
権
の
内
容
が
異
な
る

株式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に

掲げ

る
法
人
を
除
く。
）．，

当
該
外
国
法
人
の
株
式
等
の
請
求
権
に
基
づ
き
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
総
額
の
う
ち
に
居
住
者
及
び
内

，

国法
人
並
び
に
特
殊
関
係
非
居
住
者
が
有
す
る
当
該
外

国法
人
の
直
接
及

び
間
接
保
有
の
請
求
権
に
基
づ
く
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
の
合
計
額
の
占

め
る
割
合

ハ

議
決
権
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
及
び

請求
権
の
内
容
が
異
な
る
株

式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人

イ
又
は
口
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か
高

＂
割
合

二
s
五

〔
略〕

六
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ

外
国
関
係
会
社
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
．

有
す
る
者
の
う
ち、
一
の
居
住
者
又
は
内
国
法
人
及
び
当
該一
の
居
住
者
又

．

は
内
国
法
人
と
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
外
国
法
人
を
除

く。
）
を
い
う。

3

第一
項
の
規
定
は、
同

項各
号
に

掲げ
る
内

国法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会
社

等
で、
株
式
等
若
し
く
は
債
券
の
保
有、
工
業
所
有
権
そ
の
他
の
技
術
に
関
す
る

権利、
特
別
の

技術
に
よ
る
生
産
方
式
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

準ず
る
も
の
（
こ
れ

ら
の
権
利
に
関
す
る
使
用
権
を
含
む。
）．
若
し
く
は
著

作権
（

出版
権
及
び
著
作

．

．

．

．

．

 

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

．

．

．

 

«

 

.

.

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
本
店
又
は
主

隣接
権
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を含
む。
）
の
提
供
又
は
船
舶
若
し
く
は
航

空
機
の
貸
付
け
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業」
と
い
う。
）
を
主
た
る
事
業
と

す
る
も
の
（
株
式
等
の
保
有

を主
た
る
事
業
と
す
る
特
定
外
国
子
会

社等
の
う
ち、

当
該
特
定
外
国
子
会

社等
が
他
の
法
人
の
事

業活
動
の
総

合的
な
管
理
及
び

調整

を
通
じ
て
そ
の
収
益
性
の
向
上
に
資
す
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「

統括業務1
と
い
う。
）
を
行
う

場合
に
お
け
る
当
該
他

の
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
株
式
等
の
保
有
を
行
う
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
持
株
会
社」
と
い
う。
）
を
除

く。
）
以
外
の
も
の
が、
そ
の

本店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地

．
域
に
おい
て
そ
の
主
た
る
事
業
（
事
業
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は、
統
括
業
務
と
す

る。•
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ。
）
を
行
う
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る事
務
所、

店
舗、
工
場
そ
の
他
の
固
定
施
設
を
有
し．
（
こ
れ
ら
を
有
し
て
い
る

場合
と
同
様

の
状
況
に
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る

場合
を
含
む。
）
、
か
つ••
そ
の
事

業
の
管
理、
支
配
及
び
運
営
を
自
ら
行
っ
て
い
る
（
こ
れ
ら
を
自
ら
行
っ
て
い
る

場
合
と
同
様
の
状
況
に
あ
る

場合
と
し
て
政
令
で
定
め
る

揚合
を
含
む。
）
も
の

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て、
各
事
業

年度
に
お
い
て
そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
次
の

各
号
に

掲げ
る
事
業
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当

該各
号
に
定
め
る

場合

に
該
当
す
る
と
き
は、
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
の
そ
の

該当
す
る
事
業

年度
に

係
る
適
用
対
象
金
額
に
つ
い
て
は、
適
用
し
な
い。

一

卸
売
業、
銀
行
業、
信
託
業、
金

融商
品
取
引
業、
保
険
業、
水
運
業
又

は
航
空
運
送
業

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る

・

第
四
十
条
の
四
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
居
住
者、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等

．
に
係
る
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
内
国
法
人、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係

る
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
連
結
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
の
．

者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
者
と
の
問
で
行
っ
て
い

・
る

場合
と
し
て

政令
で
定
め
る
場
合・

ニ

前
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
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園紙2.-2)

4

た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
（
当
該
国
又
は
地
域
に
係
る
水
城
で

政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む。．）
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
場
合
と
し
て
政
令

で
定
め
る
場
合

〔
以
下
略〕

s

（

連緒法
人
に
係
る

特定
外
国
子
会

社等
の
個
別
課
税
対

象金
額
等
の
益

金算
入）

第
六
十
八
条
の
九
十

次
に

掲げ
る
連

結法
人
に
係
る
外
国

関係
会
社
の

うち、
本・

店
又
は
主
た
る
事
務
所
の

所在
す
る
国
又
は
地
域
に
お
け
る
そ
の

所得
に
対
し
て

課
さ
れ
る
税
の
負
担
が
本
邦
に
お
け
る
法
人
の

所得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負

．
．

担
に
比
し
て
著
し
く
低
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
外
国
関
係
会
社
に
該
当
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
外
国
子
会
社
等」
と
い

う。
〉
が、
各
事
業

年度
に
お
い
て
適
用
対
象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
は、
そ
の

適
用
対
象
金
額
の
う
ち
そ
の

連結
法
人
の
有
す
る
当
該

特定
外
国
子
会

社等
の
直

接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
も
の
と
●
て
そ
の
株
式
等
（
株
式

又
は

出資
を
い
う。
以
下
こ
の
項、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の

，
請
求
権
（
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
に
規
定
す
る
請
求
権
を
い
う。
第一．
号
及
び

第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
の
内
容
を

勘案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
個
別
課
税

対象金
額」
と
い
う。
）

に
相
当
す
る
金
額
は、
そ
の
連
結
法
人
の
収
益
の
額
と
み
な
し
て
当

該各
事
業
年

度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
を
含
む
そ
の
連
結
法
人
の
各

連結

事
業

年度
の

連結

所得
の
金
額
の

計算上、
益
金
の
額
に
算
入
す
る・

一

そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の

株式
等
の
数
の
当

該
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
有
す

・

る
自
己
の
株
式
等
を
除
く。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

（
当
該
外
国
関
係
会
社
が
次
の
イ
か
らハ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る

場合

に
は、
当
該
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か

高
い
割
合。
次
号
に
お
い
て
「
直
接
及
び
間
接
の
外
国
関
係
会
社
株
式
等
の

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

保有割合
J

と
い
う。
）
が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
連
結
法
人

．

イ

議
決
権
（
剰
余
金
の
配
当
等
（
法
人
税
法
第
二
士二
条
第一
項
第一
号

．
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当‘•
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分
配
を
い
う。
．

ロ
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
に
関
す
る
決
線
に
係
る
も
の
に
限
る。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ。
）
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
を
発
行
し

て
い
る
法
入
（
ハ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く。．）

そ
の
有
す
る
当
該
外
国

．

関
係
会
社
の
直
接
及
び
問
接
保
有
の
議
決
権
の
数
の
当
該
外
国
関
係
会
社

の
議
決
権
の

総数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

．口

請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株
式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人
（
ハ
に

掲げ

．

る
法
人
を
除
＜。
）

そ
の
有
す
る
当
該
外
国
関
係
会
社
の

直接
及
び
間

接
保
有
の

請求
権
に
基
づ
く
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
の
当
該
外
国
関
係
会

社
の
株
式
等
の

請求
権
に
基
づ
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
剰
余
金
の
配
当

.'·

等
の
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

・
ハ

議
決
権
の
数
が一
個
で
な
い
株
式
等
及
び
請
求
権
の
内
容
が
異
な
る
株

式
等
を
発
行
し
て
い
る
法
人

イ
又
は
口
に
定
め
る
割
合
の
い
ず
れ
か
高

い
割
合．

二

直
接
及
び
間
接
の
外
国
関
係
会
社
株
式
等
の
保

有割
合
が
百
分
の
十
以
上

．

で
あ
る一
の
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
連
結
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
連

結
法
人
を
除
く。
）

2

こ
の
条
に
お
い
て、
次
の
各
号
に

掲げ
る
用
語
の
意
義
は、
当

該各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る。

一

外
国
関
係
会
社．
第
六
十
六
条
の
六
第
二
項
第一
号
に
規
定
す
る
外
国
関

’
係
会
社
を
い
う。．
．

二

適
用
対
象
金
額

特
定
外
国
子
会

社等
の
各
事
業
年
度
の
決
算
に
基
づ
く

所
得
の
金
額
に
つ
き
法
人
税
法
及
び
こ
の
法
律
に
よ
る
各
事
業
年
度
の
所
得
••
 

の
金
額
の
計
算
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
計
算
し

・
た
金
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
所
得
金
額」
と
い
う。
）
を
基
礎
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（別紙2- 2) 

．

．

．

 

．

．

．

．
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．

．

 

．

．

．

 

．

．

 

．

．

 

•

•

•

•

•

•

•

 

.

•

•

•

•

 

．

．

．

 

＇．
 

以

上

と
し
て、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り、
当
該
各
事
業
年
度
開
始
の
日
前

七
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
欠
損
の
金
額
及
び
当

該基
準

所得金
額
に
係
る

税額
に
関
す
る

調整
を
加
え
た
金

額を
い
う。

三

〔
以
下
略〕

．

．
．
3

〔
以
下
略）

， 
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OJIJ紙2- 3) 

2 〇

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第一、
五
九
号
に

よ
る
改
正
前
の
も
の）

（連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
国

子会社
等
の
範
囲）

、．
．

第
三
十
九
条
の
百
十
四

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

．

る
外
国
関
係
会
社
は、
次
に

掲げ
る
も
の
と
す
る。．

．

．

一

法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
が
存
在
し
な
い
国
又
は
地
域
に
本
店

又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
外
国
関
係
会
社
（
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第

・

ニ
項
第一
号
に
規
定
す
る
外
国
関
係
会
社
を
い
う。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て．

同
じ。
）

二
そ
の
各
事
業
年
度
の

所得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
租
税
の
額
が
当
該
所
得
の

金
額
の
百
分
の
二

十未
満
で
あ
る
外

国関
係
会
社

．

〔
略〕

・

（連結法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会

社等
の
事
業
の
判
定
等）．

第
三
十
九
条
の
百
十
七

〔
略〕．

2
S
6

[
略〕

．
，

17

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三

項第一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は、
次

に

掲げ
る
者
と
す
る。

一

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
l二
項
第一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う

同
条
第一
項
に

規定
す
る
特
定
外
国
子
会

社等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
（
同
項
に
規
定
す
る
事
業
持
株
会
社

を
除
く。．）
を
除
く。
以
下

第十一
項
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
外
国
子
会
社

等」
と
い
う。
）
に
係
る
同
条
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
連
結
法
人
と
の
間
に

連

結完全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の

連結
法
人．

．

二

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う

特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
同
条
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
連
結
法
人
（
当
該

．

．

．

 

．

．

 

•

.

.

．

．

 

．

．

 

•

•

.

•

•

•

•

 

．

．

．

．

．

 

．

．

．

 

連
結
法
人
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
は、
当
該
連
結
法
人
に
係
る

連結

親
法
人）
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式

等
を
有
す
る
者
（
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
法
第
四
十
条
の
四
第一
・

項
各
号、
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
各
号、
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
各

．
号
及
び
前
号
に

掲げ

る者
に
該
当
す
る
者
を
除
く＼
）

三．
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う

特
定
外
国
子
会

社等
に
係
る
法
第

六、十
六
条
の
六
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
内

国法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等

を
有
す
る
者（
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
法
第
四
十
条
の
四
第一
項

各
号、
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
各
号、
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
各
号

．

及
び
前
二
号
に

掲げ
る
者
に
該
当
す

る者
を
除
く。
）

四
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う．

特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
法
第
四
十
条
の
四
第一
項
各
号、
第
六
十
六
条

の
六
第一
項
各
号
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当

該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
間
接
保
有
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
問
接
保
有
の
株
式
等
に
係
る
第
三
十
九
条
の
十
六
第
三
項
第一
号
に

規
定
す
る
他
の
外
国
法
人
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
他
の
外
国
法
人
及．

び

出資

関連
外
国
法
人

五

次
に
掲
げ
る
者
と
法
第
六
十
六
条
の
六
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号

に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
法
第
四
十
条

，
の
四
第一
項
各
号、•
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
各
号、
第
六
十
八
条
の
九
十

第一
項
各
号
及
び

前各
号
に

掲げ
る
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く。
）·

·
イ

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
主
と
じ
て
行

う
特
定
外
国
子
会

社等

，

ロ

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に

掲げ
る
事
業
を
主
と
し
て
行

う
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
法
第
四
十
条
の
四
第一
項
各
号、•
第
六
十
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（別紙2- 3). 

六
条
の
六
第一
項
各
号
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
各
号
に
掲
げ
る

者

・
ハ
．

前各
号
に
掲
げ
る
者・

8

法

第六
十
八
条
の
九
十
第
三
項
第一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

場合
は、

•
特
定
外
国
子

会社
等
の
各
事
業

年度
に
お
い
て

行う主
た
る
事
業
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当

該各
号
に
定
め
る

場合
と
す
る。

一

卸
売
業

当
該
各
事
業

年度
の
棚
卸
資
産
の
販
売
に
係
る
収
入
金
額
（
当
・

該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
棚
卸
資
産
の
売
買
の
代
理
又
ぱ
媒
介
に
関
し
受
け

取
る
手
数
料
が
あ
る
場
合
に
は、
そ
の
手
数
料
を
受
け
取
る
基
因
と
な
っ
た

売
買
の
取
引
金
額
を
含
む。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
販
売
取
扱
金
額」
と

．

い
う。
）
の

合計
額
の
う
ち
に
関
連
者，（
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
に
係
る

法
第
四

十条
の
四
第一
項
各
号、
第
六
十
六
条
の
六
第一
項
各
号、
第
六
十

八
条
の
九
十
第一
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ。
）
以
外
の
者
と
の
間
の
取
引
に
係
る
販
売
取

扱
金
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合
又
は
当
該

、

各
事
業

年度
に
お
い
て
取
得
し
た
棚
卸
資
産
の
取
得
価
額
（
当
該
各
事
業
年

度
に
お
い
て
棚
卸
資
産
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
受
け
取
る
手
数
料

が
あ
る
場
合
に
は、
そ
の
手
数
料
を
受
け
取
る
基
因
と
な
っ
た
売
買
の
取
引

．

金
額
を
含
む。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
仕
入
取
扱
金
額」．
と
い
う。
）
の

合
計
額
の
う
ち
に
関
連
者
以
外
の
者
と
の
間
の
取
引
に
係
る
仕
入
取
扱
金
額

の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る

場合

二

銀
行
業

当
該
各
事
業

年度
の
受
入
利
息
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
受
入・

利
息
で
関
連
者
以
外
の
者
か
ら
受
け
る
も
の
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百

分
の
五
十
を
超
え
る
場
合
又
は
当
該
各
事
業
年
度
の
支
払
利
息
の

＾且ぃ
額
の

·`-

ぅ
ち
に
当
該
支
払
利
息
で
関
連
者
以
外
の
者
に
対
し
て
支
払
う
も
の
の
合
計

．

．

 

額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る

場合

三

信
託
業

当
該
各
事
業

年度
の
信
託
報
酬
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
信
託

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

．

．

．

 

．

．

．

 

• I 

報
酬
で
関
連
者
以
外
の
者
か
ら
受
け
る
も
の
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百

．
分
の
五
十
を
超
え
る

場合

四

金

融商
品
取
引
業

当

該各
事
業
年
度
の
受
入
手
数
料
（
有
価
証
券
の
売．

買
に
よ
る
利
益
を
含
む。
）
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
受
入
手
数
料
で
関
連

者
以
外
の
者
か
ら
受
げ
る
も
の
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を

超
え
る

場合

五

保
険
業．
当
該
各
事
業

年度
の
収
入
保
険
料
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
収

入

保険
料
で
関
連
者
以
外
の
者
か
ら
収
入
す
る
も
の
（
当
該
収
入

保険料
が

再

保険
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は、
関
連
者
以
外
の
者
が
有
す
る
資
産，

又
は
関
連
者
以
外
の
者
が
負
う
損
害
賠
償
責
任
を
保
険
の
目
的
と
す
る
保
険

に
係
る
収
入
保
険
料
に
限
る。
）
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十

'
を
超
え
る

場合．

．

六

水
運
業
又
は
航
空
運
送
業

当
該
各
事
業

年度
の
船
舶
の
運
航
及
び
貸
付

け
又
は
航
空
機
の
運
航
及
び
貸
付
け
に
よ
る
収
入
金
額
の．
合
計
額
の
う
ち
に

当
該
収
入
金
額
で
関
連
者
以
外
の
者
か
ら
収
入
す
る
も
の
の
合
計
額
の
占
め

る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合

9

特
定
外
国
子
会
社
等
と
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
に
係
る
関
連
者
と
の
間
の
取

引
が、
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
に
係
る
関、
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
非
関

連者」
ど
い
う。
）
を
介
在
さ
せ
て

間接的
に
行
わ
れ
て
い
る

場合

に
は、
当

該非
関
連
者

を介在
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る

場合
を
除
き、
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
と
当
該
非
関
連
者
と
の
間
の

取
引
は、
当
該
特
定
外
国
子
会

社等
と
当
該
関連
者
と
の
間
に
お
い
て
直

接行
わ

れ
た

もの
と
み
な
し
て、
前

項各
号
の
規
定
を
適
用
す
る。

10

〔
以
下
略〕

＇

，

（外
国
関
係
会
社
の
判
定
等）
．

第
三
十
九
条
の
百
二
十

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第一
項
又
は
第
四
項
の
場
合
に
お
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（別紙 2-3)

•

”

.

．

．

．

 

．

．

．

．

．

．

 

．

．

 

●

-

．

-

．

．

．

．

．

．

．

 

•

•

•

•

•

 

．

．

．

 

.

·. ·

い
て、
外
国
法
人
が
同
条
第
二
項
第一
号
に
規
定
す
る
外

国関係
会
社
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
外

国関
係
会
社」
と
い
う。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
の
判
定
は、
当
該
外
国
法
人
の
各
事

業年度
終
了
の
時
の

現況
に
よ
る
も
の
と

し、
連
結
法
人
が
同
条
第一

項各
号
に

掲げ
る
連
結
法
人
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
判
定
は、
こ
れ
ら
の
連
結
法
人
に
係
る
外
国
関
係

会社
の
各
事
業

年度
終
了
の

時
の

現況
に
よ
る。
．

2

〔
以
下
略〕

．

ヽ
‘
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（別紙2-4)

〇

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
三
十一
年
政
令一
〇
二
号
に
よ

る
改
正
後
の
も
の）

．

．
 

（
特
定
外
国
関
係
会
社
及
び
対
象
外

国関

係会社の
範
囲）

．

第
三
十
九
条
の
百
十
四
の
二
．〔
略〕

2
ー
27
〔
降〕

28

法
第
六
十
八
条
の
九
十
第
二

項第
三
号
ハ
(
1)
に

規定
す
る
政
令
で
定
め
る

揚届、
外
国
関
係
会
社
の
各
事

業年度
に
お
い
て
行

う主
た
る
事
業
が
次
の
各

号
に

掲げ
る
事
業
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当

該各
号
に
定
め
る
場
合
と

す
る。．．

-
S
四

五

保
険
業

当
該
各
事
業
年
度
の
収
入
保
険
料
（

ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
含

む。
）
の
う
ち
に
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五

＋
を
超
え
る

場合
．

イ

関
連
者
以
外
の
者
か
ら
収
入
す
る
収
入

保険料
（
当
該
収
入
保
験
料
が

再
保
険
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は、
関
連
者
以
外
の
者
が
有
す
る
資

．
．
 産
又
は
関
連
者
以
外
の
者
が
負
う
損
害
賠
償
責
任
を
保
険
の
目
的
と
す
る

・

保険
に
係
る
収
入
保
険
料
に
限
る。
）

ロ

特
定
保
険
委
託
者
に
該
当
す
る
外
国
関
係
会
社
が
当
該
特
定

保険
委
託

者
に
係
る
特
定
保
険
受
託
者
又
は
当
該
特
定

保険
委
託
者
と
特
定
保
険
受

託
者
を
同
じ
く
す
る
他
の
特
定

保険
委
託
者
か
ら
収
入
す
る
収
入
保

険料

（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
再
保
険
に
係
る
も
の
に
限．

る。．）
及
び
特
定
保
険
受
託
者
に
該
当
す
る
外
国
関
係
会
社
が
当
該
特
定

保
険
受
託
者
に
係
る
特
定
保
険
委
託
者
か
ら
収
入
す
る
収
入
保
険
料
（
次

に

掲げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
再

保険
に
係
る
も
の
に
限
る。
）

．

(
1)

特
定
保
険
委
託
者
と
当
該
特
定

保険
委
託
者
に
係
る
特
定
保
険
受

託
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
再
保
険
又
は
特
定

保険委
託
者
と
当
該
特
定
保

．

．

．

．

．

．

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

 

•

•

•

•

•

 

．

．
．

．

'
＼ 

以
上

険
委
託
者
と
特
定
保
険
受
託
者
を
同
じ
く
す
る
他
の
特
定
保
険
委
託
者
と

の
間
で

行わ
れ
る

再保険
で
あ
る
こ
と。

(
2)

再
保
険
の
引
受
け
に
係
る
保
険
に
係
る
収
入
保

険料
の
合
計
額
の

う
ち
に
関
連
者
以
外
の
者
（
当
該
外
国
関
係
会
社
の
本
店
所
在
地
国
と
同

一
の
国
又
は
地
域
に
住
所
を
有
す
る
個
人
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事

務
所
を
有
す
る
法
人
に
限
る。�
）
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
に
係
る
も
の

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
九
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と。

(
3)．

特
定

保険
委
託
者
と
当
該
特
定
保
険
委
託
者
に
係
る
特
定
保
険
受

託
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
再
保
険
に
あ
っ
て
は
当
該
再
保
険
を
行
う
こ
と

．
に
よ
り
当
該
特
定

保険
委
託
者
及
び
当
該
特
定
保
険
受
託
者
の
資
本
の
効

率
的
な
使
用
と
収
益
性
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ、
特

，
定
保
険
委
託
者
と
当
該
特
定

保険
委
託
者
と
特
定
保
険
受
託
者
を
同
じ
く

す
る
他
の
特
定
保
険
委
託
者
と
の
問
で
行
わ
れ
る
再
保
険
に
あ
っ
て
は
当

．
．
 
該
再
保
険
を
行
う
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の
特
定
保
険
委
託
者
の
資
本
の
効

率
的
な
使
用
と
収
益
性
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と。
ハ
〔
略〕

六

〔
以
下
略〕
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（別紙3) 概要図

•
,

•
 

原告
1 
I 
＇ 

100% 

I 
’ 間接保有

．

．

 

．

．

．

．

． ． 

．
． 

．． 

． ．

. . . .

. . . . . 

. . . .  

．
． ．

（関連者）
一

C 

メキシコ法人 1 

本件元受保険契約の
契約者及び優先受益者'1本件元受保険契約

額当相料

↑
ー・・・・・・・＿
1

険保

関連者

本件各顧客
.（自動車購入者）

.‘被保険債務者

T 
I 
＇ 

100% .·

1 間接保有, 
T 

（特定外国子会社等）
.. ...

B

し

暉金1本
｀

：：社

本件クレジット契約

本件再保険契約
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（別紙４） 

被告の主張を前提とした各課税の根拠及び適法性 

 

 第１ 本件法人税再更正処分の根拠及び適法性 

  １ 本件法人税再更正処分の根拠 

    被告が主張する原告の本件連結事業年度の法人税に係る連結所得金額及び納付すべき税額は、

次のとおりである。 

  （１）連結所得金額（別表２－１㊿欄） ４８４５億６４０１万８５０５円 

     上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算し、ウの金額を減算した金額である。 

    ア 本件連結確定申告書における連結所得金額（別表２－１①欄） 

４５５７億３２１０万５３１２円 

      上記金額は、本件連結確定申告書に記載された連結所得金額（乙１・「連結所得金額又

は連結欠損金額」「１」欄）と同額である。 

    イ 連結所得金額に加算すべき金額（別表２－１㉟欄） ２９４億５３６３万２３３８円 

      上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

    （ア）特定外国子会社等（Ｂ）の個別課税対象金額の益金算入額（別表２－１②） 

２５１億６０９９万９４０８円 

       上記金額は、原告の特定外国子会社等に該当するＢにつき、外国子会社合算税制が適

用されることから、Ｂに係る措置法６８条の９０第１項に規定する個別課税対象金額と

して算定される額であり（別表３参照）、措置法６８条の９０第１項の規定に基づき、

原告の本件連結事業年度の益金の額に算入すべき金額である。 

    （イ）前記（ア）以外の加算金額の合計額（別表２－１③欄）４２億９２６３万２９３０円 

       上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額であり、Ｂに係る個別課税対象金額の益

金算入額（前記（ア））以外の加算金額の合計額である。 

       ａ 本件法人税当初更正処分に係るもの 

       （ａ）役員給与の損金不算入額（別表２－１④欄） ８３４０万１０５９円 

          上記金額は、次のⅰないしⅲの各金額の合計額である。 

         ⅰ 原告に係るもの ８２０８万６４０５円 

         ⅱ 連結子法人である株式会社Ｅ（以下「Ｅ社」という。）に係るもの 

３８万４０００円 

         ⅲ 連結子法人であるＦ株式会社（以下、「Ｆ社」という。）に係るもの 

９３万０６５４円 

       （ｂ）間接経費業務委託費研究開発費のうち損金の額に算入されない額（原告に係る

もの）（別表２－１⑤欄） ２億５６０５万１６５６円 

       （ｃ）間接経費業務委託費その他のうち損金の額に算入されない額（原告に係るもの）

（別表２－１⑥欄 ７億０３６１万４００６円 

       （ｄ）間接経費雑費のうち損金の額に算入されない額（原告に係るもの）（別表２－

１⑦欄） ７８６５万４８５５円 

       （ｅ）一般管理費旅費交通費海外旅費のうち損金の額に算入されない額（原告に係る

もの）（別表２－１⑧欄） ２億７７０８万４４８６円 
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       （ｆ）一般管理費その他雑費のうち損金の額に算入されない額（原告に係るもの）

（別表２－１⑨欄） ７億１９８２万００８１円 

       （ｇ）控除対象外消費税額等のうち損金の額に算入されない金額（原告に係るもの）

（別表２－１⑩欄） ８２２１円 

       （ｈ）その他営業費用為替換算差損のうち損金の額に算入されない額（原告に係るも

の）（別表２－１⑪欄） ２０４万０１３０円 

       （ｉ）その他営業費用固定資産除却損のうち損金の額に算入されない金額（原告に係

るもの）（別表２－１⑫欄） ６３８７万０３７４円 

       （ｊ）雑収入計上漏れ（別表２－１⑬欄） ８９４万２００６円 

          上記の金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 

         ⅰ Ｅ社に係るもの ８９４万２０００円 

         ⅱ Ｆ社に係るもの ６円 

       （ｋ）仕掛品計上漏れ（Ｅ社に係るもの）（別表２－１⑭欄） ８０１９万８４９７円 

       （ｌ）受託業務費営のうち損金の額に算入されない金額（Ｆ社に係るもの）（別表２

－１⑮欄） ８６万８９８１円 

       （ｍ）旅費交通費のうち損金の額に算入されない金額（Ｆ社に係るもの）（別表２－

１⑯欄） ５万６０９３円 

       （ｎ）その他原価のうち損金の額に算入されない額（連結子法人である株式会社Ｇ

〔以下「Ｇ社」という。〕に係るもの）（別表２－１⑰欄） ３７９万３０００円 

       （о）広告宣伝費のうち損金の額に算入されない額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１

⑱欄） ４２３万０７７０円 

       （ｐ）減価償却超過額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１⑲欄） ２１６万３３３４円 

       （ｑ）貯蔵品の計上漏れ（別表２－１⑳欄） ２２４６万５６４７円 

          上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 

         ⅰ Ｇ社に係るもの ２６８万６６００円 

         ⅱ 連結子法人であるＨ株式会社（以下「Ｈ」という。）に係るもの 

１９７７万９０４７円 

       （ｒ）採用費のうち損金の額に算入されない額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１㉑欄） 

５６２万２３３０円 

       （ｓ）前期未払消費税の減算過大額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１㉒欄） 

３６００万５７００円 

       （ｔ）システム費のうち損金の額に算入されない額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１

㉓欄） １６７２万３４１５円 

       （ｕ）修繕費のうち損金の額に算入されない額（Ｈに係るもの）（別表２－１㉔欄） 

３９４万１０００円 

       （ｖ）建物賃借料のうち損金の額に算入されない額（Ｈに係るもの）（別表２－１㉕

欄） ７５３万４１５０円 

       （ｗ）雑益計上漏れ（Ｈに係るもの）（別表２－１㉖欄） ７９円 

       （ｘ）交際費等の損金不算入額（連結グループ全体計算に係るもの）（別表２－１㉗

欄） １０４万３０９９円 
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       ｂ 本件法人税再更正処分に係るもの 

       （ａ）上記（ア）以外の特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金不算入額（原告

に係るもの）（別表２－１㉘欄） １２億５１０６万９１７５円 

       （ｂ）一般管理費等のうち損金の額に算入されない額（原告に係るもの）（別表２－

１㉙欄） １億２３１３万３４１６円 

       （ｃ）ロイヤリティ収入の計上漏れ（原告に係るもの）（別表２－１欄㉚） 

３億５５７７万６３００円 

       （ｄ）雑損失のうち損金の額に算入されない額（原告に係るもの）（別表２－１㉛欄） 

３２３９万６０９１円 

       （ｅ）為替差損のうち損金の額に算入されない金額（原告に係るもの）（別表２－１

㉜） ２５７万５３６５円 

       （ｆ）為替差益計上漏れ（原告に係るもの）（別表２－１㉝欄） ８７６６万円 

       （ｇ）雑収入計上もれ（原告に係るもの）（別表２－１㉞欄） ６１８８万９６１４円 

    ウ 連結所得金額から減算すべき金額（別表２－１㊾欄） ６億２１７１万９１４５円 

      上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

    （ア）本件法人税当初更正処分に係るもの 

       ａ 役員給与の損金不算入額の過大額（原告に係るもの）（別表２－１㊱欄） 

７１７万円 

       ｂ 一般管理費旅費交通費海外旅費として損金の額に算入される額（原告に係るもの）

（別表２－１㊲欄） ５億３０３２万８１９５円 

       ｃ 雑益為替レート差益決済レート差益のうち益金の額に算入されない額（原告に係

るもの）（別表２－１㊳欄） １１８万０３５９円 

       ｄ 雑益為替レート差益換算レート差益のうち益金の額に算入されない額（原告に係

るもの）（別表２－１㊴欄） ３４３万３４５９円 

       ｅ 繰延資産償却超過額の当期認容額として損金の額に算入される額（Ｇ社に係るも

の）（別表２－１㊵欄） １４３６万円 

       ｆ 雑損失として損金の額に算入される額（Ｇ社に係るもの）（別表２－１㊶欄） 

３８万２１２１円 

       ｇ 交際費として損金の額に算入される額（Ｈに係るもの）（別表２－１㊷欄） 

１万８５１９円 

       ｈ 損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の加算過大

額（Ｆ社に係るもの）（別表２－１㊸欄） １２万９７００円 

       ｉ 事業税及び地方法人特別税の損金算入額（連結グループ全体計算に係るもの）

（別表２－１㊹欄） ４３２万１５００円 

    （イ）本件法人税再更正処分に係るもの 

       ａ 為替差益のうち益金の額に算入されない額（原告に係るもの）（別表２－１㊺欄） 

６３万５０７０円 

       ｂ 為替差損益の戻入損として損金の額に算入される額（原告に係るもの）（別表２

－１㊻欄） １０４１万０１５０円 

       ｃ 為替差損として損金の額に算入される額（原告に係るもの）（別表２－１㊼欄） 
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４９３１万９９００円 

       ｄ 交際費等の損金不算入額の加算過大額（連結グループ全体計算に係るもの）（別

表２－１㊽） ３万０１７２円 

  （２）連結所得金額に対する法人税額（別表２－１○51欄） １１３３億８７９８万０２１２円 

上記金額は、前記（１）の連結所得金額（ただし、国税通則法（以下「通則法」という。）

１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）に、平成

２８年法律第１５号附則２７条により読み替えて適用される法人税法８１条の１２第１項に

規定する税率（１００分の２３．４の割合）を乗じて計算した金額である。 

  （３）法人税額の特別控除額（別表２－１○52欄） ２８７億０５３１万８１３０円 

     上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算した金額である。 

    ア 本件連結確定申告書における法人税額の特別控除額 ２７０億１７６４万６１６７円 

      上記金額は、措置法６８条の９、措置法６８条の１５の６（平成２８年法律第１５号に

よる改正前のもの。）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律２５条の２（平成２９年法律第４号による改正前のもの。）の規定に基づき控除さ

れる法人税額の特別控除額の合計額であり、本件連結確定申告書（乙１・「３」欄）に記

載された金額と同額である。 

    イ 法人税額の特別控除額の増加額 １６億８７６７万１９６３円 

      上記金額は、次の（ア）から（ウ）までの各金額の合計額である。 

    （ア）試験研究費の総額に係る法人税の特別控除額の増加額 １６億８６６６万６９１１円 

       上記金額は、原告が本件連結確定申告書において、試験研究費の総額に係る税額控除

又は中小連結法人の試験研究費に係る税額控除の当期税額控除額としていた２６６億６

０３２万８１４２円と、措置法６８条の９の規定に基づき再計算したことにより算出さ

れた当期税額控除額２８３億４６９９万５０５３円との差額であり、法人税額から控除

される。なお、上記金額は、本件法人税当初更正処分に伴い新たに増加する法人税の特

別控除額（１５億７８２０万１７６８円）と本件法人税再更正処分に伴い新たに増加す

る法人税の特別控除額（１億０８４６万５１４３円）の合計額と一致する。 

    （イ）特別試験研究費に係る法人税額の特別控除額の増加額 ９３万６２３２円 

       上記金額は、原告が本件連結確定申告書において、特別試験研究費に係る税額控除の

当期税額控除額としていた１３０５万２４６４円と、措置法６８条の９第３項１号の規

定に基づき再計算したことにより算出された当期税額控除額１３９８万８６９６円との

差額であり、法人税額から控除される。 

    （ウ）生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除額の増加額 ６万８８２０円 

       上記金額は、原告が本件連結確定申告書において、生産性向上設備等に係る税額控除

限度額の計算を誤ったため、過少となっていた法人税額の特別控除であり、法人税額か

ら控除される。 

  （４）法人税額から控除される所得税額等（別表２－１○53欄） ５２６億７９１７万５４７７円 

     上記金額は、次のアの金額からイの金額を減算した金額である。 

    ア 法人税額から控除される所得税額等 ５２６億８０１０万７７８０円 

上記金額は、法人税法８１条の１４第１項（平成２９年法律第４号による改正前のも

の。）の規定により法人税額から控除される所得税の額（東日本大震災からの復興のため



38 

 

の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法３３条２項〔平成２９年法

律第４号による改正前のもの。〕により所得税の額とみなされる復興特別所得税の額を含

む。）３３３億１３０３万４８７１円及び同法８１の１５条１項（平成２９年法律第４号

による改正前のもの。）の規定により法人税額から控除される外国税額１９３億６７０７

万２９０９円の合計額であり、本件連結確定申告書に記載された金額（乙１・「１２」欄）

と同額である。 

    イ 法人税額から控除される外国税額の減少額 ９３万２３０３円 

上記金額は、原告が本件連結確定申告書において、法人税額から控除した外国税額１９

３億６７０７万２９０９円と、法人税法８１条の１５第１項の規定に基づき再計算したこ

とにより算出された法人税額から控除されるべき外国税額控除額１９３億６６１４万０６

０６円との差額であり、法人税額から控除されない。なお、上記金額は、本件法人税当初

更正処分に伴い新たに減少する法人税額から控除される外国税額（１２１万３８７８円）

から本件法人税再更正処分に伴い新たに増加する外国税額（２８万１５７５円）を差し引

いた金額と一致する。 

  （５）納付すべき法人税額（別表２－１○54 欄） ３２０億０３４８万６６００円 

上記金額は、前記（２）の金額から前記（３）及び（４）の各金額を差し引いた金額（た

だし、通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）

である。 

  （６）既に納付の確定した法人税額（別表２－１○55 欄） ２６９億４３５５万８６００円 

     上記金額は、本件連結確定申告書に記載された金額（乙１・「差引連結所得に対する法人

税額」「１３」欄）と同額である。 

  （７）差引納付すべき法人税額（別表２－１○56 欄） ５０億５９９２万８０００円 

     上記金額は、前記（５）の金額から前記（６）の金額を差し引いた金額であり、原告が新

たに納付すべき法人税額である。 

  ２ 本件法人税再更正処分の適法性 

    被告が主張する原告の本件連結事業年度の法人税に係る連結所得金額及び納付すべき法人税

額は、それぞれ前記１（１）及び（５）のとおりであるところ、これらはいずれも本件法人

税再更正処分における連結所得金額及び納付すべき法人税額とそれぞれ同額である（甲２

１・１枚目・「更正又は決定の金額」欄の「１」及び「１８」欄）から、本件法人税再更正処

分は適法である。 

 第２ 本件地方法人税再更正処分の根拠及び適法性 

  １ 本件地方法人税再更正処分の根拠 

    被告が主張する原告の本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべ

き地方法人税額は、次のとおりである。 

  （１）課税標準法人税額（別表２－２③欄） ８４６億８２６６万２０００円 

     上記金額は、地方法人税法９条１項に規定する課税標準法人税額であり、次のアの金額に

イの金額を加算した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後の金額。）である。 

    ア 本件連結確定申告書における基準法人税額（別表２－２①欄） 

  ７９６億２３６６万６４０３円 
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      上記金額は、本件連結確定申告書に記載された基準法人税額（乙１・「基準法人税額」

「３２」欄）と同額である。 

    イ 課税標準法人税額に加算すべき金額（別表２－２②欄） ５０億５８９９万５６７９円 

      上記金額は、本件連結確定申告書に記載された法人税額７９６億２３６６万６４０３円

（乙１・「１０」欄）と前記第１の１（２）により算出された法人税額１１３３億８７９

８万０２１２円から前記第１の１（３）の特別控除額２８７億０５３１万８１３０円を控

除した金額である８４６億８２６６万２０８２円との差額であり、本件課税事業年度の基

準法人税額の増加額として、課税標準法人税額に加算すべき金額である。 

  （２）課税標準法人税額に対する地方法人税額（別表２－２④欄）３７億２６０３万７１２８円 

     上記金額は、前記（１）の課税標準法人税額に地方法人税法（平成２８年法律第１５号に

よる改正前のもの。）１０条１項に規定する税率（１００分の４．４の割合）を乗じて計算

した金額である。 

  （３）納付すべき地方法人税額（別表２－２⑤欄） ３７億２６０３万７１００円 

     上記金額は、前記（２）の金額につき、通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満

の端数を切り捨てた後の金額である。 

  （４）既に納付の確定した地方法人税額（別表２－２⑥欄） ３５億０３４４万１３００円 

     上記金額は、本件連結確定申告書に記載された金額（乙１・「差引地方法人税額」「４０」

欄）と同額である。 

  （５）差引納付すべき地方法人税額（別表２－２⑦欄） ２億２２５９万５８００円 

     上記金額は、前記（３）の金額から前記（４）の金額を控除した金額であり、原告が新た

に納付すべき地方法人税額である。 

  ２ 本件地方法人税再更正処分の適法性 

    被告が主張する原告の本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべ

き地方法人税額は、それぞれ前記１（１）及び（３）のとおりであるところ、これらはいず

れも本件地方法人税再更正処分における課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額とそ

れぞれ同額である（甲２２・１枚目・「更正又は決定の金額」欄の「３」及び「１２」欄）か

ら、本件地方法人税再更正処分は適法である。 

 第３ 本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分の根拠及び適法性 

  １ 本件法人税当初更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定及び本件地方法人税当初更正処分

に係る過少申告加算税の賦課決定の根拠 

    前記第１の２及び第２の２のとおり、本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分

はいずれも適法であるところ、本件法人税再更正処分に吸収されることとなった本件法人税

当初更正処分及び本件地方法人税再更正処分に吸収されることとなった本件地方法人税当初

更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額及び地方法人税額については、その計算の

基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、通則法６５条４

項１号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

    したがって、本件法人税当初更正処分及び本件地方法人税当初更正処分に伴って原告に賦課

されるべき過少申告加算税の額は、それぞれ次に述べるとおりである。 

  （１）本件法人税当初更正処分に係る過少申告加算税の額 ４億７２３５万１０００円 

     上記金額は、本件法人税当初更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった法人税
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額４７億３４８１万４１００円から、重加算税の対象となる隠蔽又は仮装に係る税額１１２

９万６６００円を控除した過少申告加算税対象額４７億２３５１万円（ただし、通則法１１

８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）に通則法６５条１

項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

  （２）本件地方法人税当初更正処分に係る過少申告加算税の額 ２０７７万８０００円 

     上記金額は、本件地方法人税当初更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった法

人税額２億０８２７万８４００円から、重加算税の対象となる隠蔽又は仮装に係る税額４９

万７１００円を控除した過少申告加算税対象額２億０７７８万円（ただし、通則法１１８条

３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）に通則法６５条１項の

規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

  ２ 本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分の適法性 

被告が主張する本件法人税当初更正処分に係る過少申告加算税及び本件地方法人税当初更正

処分に係る過少申告加算税の額は、それぞれ前記１（１）及び（２）のとおりであるところ、

これらは、本件法人税当初賦課決定処分に係る過少申告加算税の額及び本件地方法人税当初

賦課決定処分に係る過少申告加算税の額（甲７・１枚目・「この通知により納付すべき又は減

少（－印）する税額」欄の「過少申告加算税」欄及び甲８・１枚目・「この通知により納付す

べき又は減少（－印）する税額」欄の「過少申告加算税」の欄）と同額であるから、本件法

人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分はいずれも適法である。 

 

  以上 
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451,548, 914,1:281 27,262:617, 4叫 ． •30,776, 0001 �. 080, 500 I 

審査裁決④ 令和1年9 月3日 ．．棄却

叫各塁I ® |..．和2年7 月 31且•9| 484,:64,
．
018；叫泣，003,486,600|．32，碑9,0001田，500

．！ （注1)上記「審査請求」③欄の「連結所得金額(A)」欄及びf納付すべき税額(B)J欄の各金額は，審査請
求時の原告の主張が認容され，．本件法人税当初更正処分等による更正額（上記②欄）のうち，． 「特定外国
子会社等の個別課税対象金額加算もれ」として加算された金額25,160,999,408円（甲7「更正の理由J

．の1 • 3枚目）が取り消された場合の金額を記載したものである。
ノ

・

（注2)上記「審査請求J ③欄の「過少申告加算税(C)」欄の金額は，審査請求時の原告の主張が認容され，．
本件法人税当初更正処分等の一部が取り消された場合の過少申告加算税の額を記載したものであり，新．．．

たに納付すべき税額319,058,800円（上記表中の③欄のB欄の金額27,262,617,400円から，・①欄のB欄の

ヽ

＇金額26,943,6邸，600円を控除した金額。）から重加算税の基礎となる税額j1,296, 60.0円（甲7 • 40枚目）
を控除した金額307,760,000円（通則法118条3項に基づきじ万円未澳の端数を切り捨てた後のもの。）
に，通則法65粂1項に基づき100分の10の削合を乗じて計算し・た金額である。

. . ' 

． ． ． 
． ． . . 別表1-2

． ．  
• 
． ．

． 
. . .. .  本件地方法人税再更正処分等に係る課税の経緯

..... . 、
.. . 
. .. 

．＇確定申告ド） I平成29年7月•31日1 ·. 19,623, 666, oool. 3,·so3,·441, 300 

本件地方法人税·
当初更正処分等・② •平成30年6月27日 s4, 3s1. 266, oool · 3, ·111.. 11.9, 100 20,778,00�」 •171,600

- I審査請求 ． ③ 平成30年9月 26日 :1, 5il, OOOI 79, 941, 511, 0001 3,517,426,400 1．盃盃 1.71, 5°9
...), 

審査裁決④令和1 年 9 月 3 ．日 •' 棄 却霊年7月 3i13| 84.682,6-62.oooI 3,726,037, 106|1.,426,000|、22, 500

・（注1)上記「審査請求」③欄の「課税標準法人税額(A)J欄及び ・「納付すべき税額(B)」欄の各金額は，．審
・査請求時の原告の主張が認容され，•• 本件地方法入税当初更正処分等の一部が取り消された湯合の金額を

． ． 記載したものである。 '. 
（注2)上記「審査請求J ③欄の「過少申告加算税(C)」欄の金額は，審査請求時の原告の主張が認容され，

'、本件地方法人税当初更正処分等の一部が取り消された場合の過少申告加算税の額を記載したものであ
り，新たに納付すべき税額13,985,100円（上記表中の③襴の(B)欄の金額3,517,426,40()円から，①欄の
(B)欄の金額3,603,441,300円を控除した金額。）から重加算税の基礎となる税額497,100円（甲8 • 4枚
目）を控除した金額13,480,000円（通則法li8条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）
に，通則法66条1項に基づき100分の10の割合を乗じて計算した金額である。

． 
＇ ・
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・
．
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． ． 

• .. ． ． 
． 

． ． ． ． ． 

• • • •  
. .

． •ヽ 。

本件運結事業年度の法人税に係る違結所得金額及び納付すべき法人税額 ． ． · . 99り襄2-1

Iの個別鰈税対象金額の益金算入額 ② 25,160,999;4081

ぼ i上記②以外の加算;-；合計額（④ない凶泣冷計旬 . . ® 4,292.,632.930| 

遮

結
加

算

金
額

額1· ·, 

． ． ． 

l役員給与の損金不算入額
．． 

i間接経費業務委託費研究開発費のうち損金の額に算入されない額

I 間接•経-費業務委託費その他のうち損金の額に算入されない額

l 間接経費雑費のうち損金の額に算入されない額 ． ． 

一般管理費旅費交通費海外旅費のうち損金の額に算入されない額

1一般管理費その他雑費のうち損金の額に算入されない額

I 控除対象外消費税額等のうち損金の額に算入されない金額

その他営業費用為替換算差損のうち損金の額に算入されない額

その他営業費用園定資産除却損のうち損金の額に算入
＇
されない金額

i雑収入計上漏れ（本件法人税当初更正処分に係るもの）、 ・ ヽ

仕掛品計上漏れ
， 

受託業務費営のうち損金の額1::,＇入されない金額 ． 

旅費交通費のうち損金の額に算入されない金額 ． ．
. .

その他原価のうち損金の額に算入されない額

広告宣伝費のうち損金の額に算入されない額．

減価償輝超過額
．． 

貯蔵品計上漏れ
， . .

. .

採用費のうち損金の額に算入されない額·
｀ 

.. 

館未払消費税の減算過大額·

I システム費のうち損金の額に算入されない額.

修椿費のうち損金の額に算入されない額・
‘ ‘  

建物賃借料のうち損金の額に算入されない額

. I雑益計上漏れ
．． 

交際費等の損金不算入額

上記②以外の特定外国子会社等
．
の個別課税対象金額の益金算入額

. ' . . ... 

一般管理費等のうち損金の額に算入されない額

ロイヤリティ収入の計上漏れ

l雑損失
．

のうち損金の額に算入さわょい額

I 為替差損のうち損金の額に算入されない額 ～

I. 

·.

＇ 

④ ぉ，401,059

⑤ 256,051,656

⑥ 703,614,006,

⑦ 78.654,85. 5 II

⑧ 277,08�,48�1

⑨ •719,820,081
ヽ

⑩ 8,221

⑪ 2,040.�3?1
• , • 

63,870,3741⑫

⑬|· 8,9 42,006

⑭ 80,198,497. 
ヽ

⑮ 868,981

⑯ · 56,093

⑪ 3,-793,0叩

⑱ 4,230,770

⑮ ． ． 2,163!33�, 

・⑳ �2,465,6471 

⑳ 5,622,330:

@I 36,005,700 

. ®I 16,723,415 

⑳|． 3,941,000 

⑮ 7,534,15o,．

⑳ 79

⑳ 1,043
'.
0991

⑳ . 1,251，069,1751

⑳ �23,133,416

⑳ 355,776,300,.

·® 32,396,091 
-・�

⑫ 2,575,365

為替差益計上漏れ，
．

.
· 

1
@1 _87,660,000

［雑収入計上漏れ（本件法人税再更正蝠に係るもの） ＇•し1 . 6.亙，，614
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1役員給与の損金不算入額の過大額 ®I 7,170,000

I一般管理費旅費交通費海外旅費として損金の額に算入される額 · ®I ·. · s�o,3zs;195
. . . 言

雌益為替レート差益決済レート差益のうち益金の額に算入されない額 . ®l '1,180,359 
l ・
維益為替レート差益換算レート差益のうち益金の額に算入されない額 ⑲ l 3,433,459 

繰延資産償却超過額の当期認容額として損金の額に算入される額 ⑩ 14,360,000' 
連

雑損失として損金の額に算入される額 ＠ 減 382,121 
． ．

算 交際費として損金の額に算入される額 ＠ 18,519 
所·

． ．

損金経理をしお狙吉法入税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の加算過大額金 ＠ 129,700 
得

事業税灰び地方法入特別税の損金算入額額 ＠ 4,321.•500
金

為替差益のうち益金の額に算入されない額
．．

額
⑮ 635,070 

為替差損益の戻入損として損金の額に算入される額· ⑯| 10,410,150 
．

． 

為椿差損として損金の額に算入される額 @I. 49,319,900' 
． ． 

1交際費等の損金木算入額の加算過大額 ⑱ l . 30,172 

一竺竺竺竺法人税額

・法人税額の特別控除額

1•一212 

® 28,705,313.130 

．

．

．

．

．

 

．

．

 

．

．

 

．

．

．

．

 

．

．

．

 

．

．

 

. . . .

• • • • 

．． 

． 

1法人税額から控除される所得税顧等 •. l®! 52,679.175.47?

躙誓疇響譴
1既I�内付の確定した法人税額（乙1 ・ 13襴）

．

 （田 Gの金額は，通則法119条1項に基づき100円未満の蝠数糾刃り捨てた後の金額である． ヽ

.
r
,
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別表2-2

本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額
及

’

び納付すべき地方法人税額

既に納付の確定した地方法人税額（乙1•40欄） 3l503，仕l,?OO

差引納付すべき地方法人税額（⑤一⑤） に1 :, 222;59肛g-
00,.

（注1.）③欄の金額は，通則法118条1項の規定に基づきIOQO円未満の端数を切り捨てた後の金額である。
． ．．． （注2}⑤欄の金額は，通則法119条1項に基づき100円未満の端数を切り捨てた後の金額である5

•
• •

． ． ．

• • • •

• • • •  ． 

.. . . •-

． ． 

． 
ー

ャ•. • 
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••. :' 別表3

願告の本件運結事彙年度の益金の額に算入すべき曇洞課税対象金額の計算

,. 

区 •
分

B● の決算に基づく利益

子会社から受ける配当等の額
ヽ

. ·J . 

基準所得金額（①一＠）

繰越欠損金の当期控除額

．．当期中に納付することとなる法人
所得税の額

法当期人所中得に還税付の額
を受けることとなる

税 ．

適用対象金額、（③一④一⑤十⑥）.. . 

B喪'’の製済株式のiちに占
の の保有割

個別課税対象金額（⑦X⑧)

順号

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

金 ・
額 ．

25,165,030,8邸円

4,031,448円

25,160,999,408円

0円
. , 

0円

0円

25, 160,999,4Q8円

100 ％

． ... • 
25, 160,999,40�円

適用法令等

措
行令
置法68条の90

第
第
1
2
項
項2号， 措置法施

39条のll5
．措置法68条の90第2項2号，措置法施

行令39条の1•15第1項4号 ．・

措置法68条の90第1項 及び第2項2.
号，措置法施行令39条(1)115 ·. 

・措行令
置
3

法
9
68条の9

5
0
第

第
5

2
項
項

及
2
び

号
6

， 措置法施 C

条の11 項
措置法68条の90第2項2号，措置法施

行令39条の115第5項2号
措

行令
置法68条の90第2項2号，． 措 置法施
39条のll5第5項2号

9 ' 

措置法68条の90第2 項2号，措置法施
行令39条の115第1項

措置法施行令39条の1•16第1項及び第
2．項 ．

・

・措
39

置
条
法

の
611B6

条
第
の

1
90

項
第1項，措置法施行令

（注1)上記の金額は，平成28年5月31日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値である1米ドル当たりl'l0.94
円を適用して邦貨換算した金額 る．

． 
．．

．
悶は::：：:：：図芯2E事業年度の損益計算書）「細J釦欄による.. . .．

事業年度の損益計算書）「子会社からの配当所得J欄による。
•• （注4) ⑧欄は．乙 6 （本件N-GRE 事業年度の監査済連結財務諸表）（ 9ページ）「1.·事業」による。

••• 
. � 

． 
. . . . . 

．．．．．． 
. . .. ．

. . 
. . . 

ヽ

ヽ
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